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沖縄県医療推進協議会（加盟28団体）主催
の標記県民集会が去る8月1日（金）午後7時
30分より、ロワジールホテル那覇において、加
盟各団体より約700名が参加して盛会に開催さ
れた。

当県民集会は、社会保障費年2,200億円削減
撤廃を求め、全国医療推進協議会（会長：唐澤
祥人日本医師会長）の活動と連動して開催され
たものである。

当日は、当医療推進協議会の神村武之副会長
（沖縄県薬剤師会長）代理の松山朝雄沖縄県薬
剤師会常任理事より開会の挨拶が述べられた
後、主催者を代表して当医療推進協議会の宮城
信雄会長（沖縄県医師会長）は概ね以下の通り
挨拶を述べた。

挨拶：宮城　信雄
（沖縄県医療推進協議会会長・沖縄県医師会長）

医学医術の進歩、国
民の医療ニーズの増大、
そして急速な高齢化の
進行等の社会構造の変
化を勘案し、しかるべ
き医療サービス水準を
維持していくことを前

提とすれば、わが国の社会保障費が一定の規模
で増大していくことは明らかである。

しかしながら、財務大臣と厚生労働大臣は来
年度も既定の方針に沿って、社会保障費2,200
億円削減することに合意し、先般の閣議におい
て来年度の概算要求基準が了承された。

長年にわたる社会保障費の伸びの抑制が、医

地域医療崩壊阻止のための沖縄県民集会
～社会保障費の年2,200億円削減撤廃～

常任理事　幸地　賢治
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療崩壊を顕在化させると共に、平等であるべき
医療に地域格差をもたらしたことは明らかであ
る。この機械的抑制が続く限り、救急医療体制
の弱体化、産科・小児科を中心とする医師不
足、介護分野における恒常的人材不足等の問題
は決して改善されない。

日本はすべての国民が公的保険に加入し、い
つでも、どこでも医療機関を受診することが可
能である。世界的に見ても決して高くない医療
費水準で、もっとも公平・平等な医療制度を維
持し、医療に対する国民の絶大な信頼を得てき
た。しかし、国民の生命・健康をあずかる医療
関係者は、安全で安心な医療サービスの提供の
みではなく、その財源も含めた確固たる医療提
供体制の構築に向けても、最善を尽くす責務が
あると考える。

国民が社会保障に対して不安を抱いている今
こそ、政府に間違った方針の反省を促し、社会
保障費の機械的抑制の撤回という明確な方針転
換を図るよう、国民とともに強く要望していく
ことが最も重要だと思っている。かかる状況に
鑑み、私共は、国民生活の基盤である「安全で
安心な医療」を守るべく、「社会保障費2,200
億円削減撤廃」を求める国民の声を政府に届け
るよう沖縄県でも行動を展開したいと考え、本
日「地域医療崩壊阻止のための沖縄県民集会」
を開催した。

ついては、本日の県民集会が所期の目的を達
成すべく、ご支援ご協力賜りますようお願い申
しあげ挨拶とする。

その後、県内若手お笑いコンビ「ゆうりきや
ー」による、厳しい医療現場の実態を表す風刺
劇が行われた。

続いて、宮城会長から当県民集会開催の趣旨
説明が行われ、「政府の社会保障費削減継続に
より、医師不足、看護師不足、産科、小児科、
救急医療の荒廃等、地域医療が崩壊に陥った現
状」について詳細な説明があった。

意見表明では、参加団体を代表して沖縄県婦
人連合会会長の大城節子氏、沖縄県老人クラブ
連合会副会長の山田君子氏のお二人が以下のと
おり意見を述べられた。

意見発表：大城節子氏
（沖縄県婦人連合会会長）

福田総理大臣は「国
民ひとり一人が安心し
て暮らせるようになっ
たと実感できる社会を
実現する」と発言して
おられます。

しかも、救急医療や
医師不足解消が重要課題であるとも云っておら
れますが、社会保障費削減路線は撤回されず、
毎年2,200億円を機械的に削減すると云われ、
びっくりしています。

そうなりますと、医療費が大幅に削られ「救
急で受け入れてもらえない」「お産ができない」

「夜間診てくれる小児科医がいない」等々の問
題が生じてくるのは明白だと思います。

特に、地域の中核病院で働く医師の状況は過
酷で、外来と病棟の診察、手術、夜間の救急ま
でこなし、当直を含めて36時間連続勤務も珍
しくないと伺っています。このことは、もちろ
ん県内でも起こりうることだと思います。

救急医療や、医師不足解消が重要課題と云わ
れた福田総理や厚生労働省の施策は一体どうな
っているのでしょうか。国民の目に見える対策
を示して貰いたいものです。

社会保障費抑制、つまり 2,200 億円の削減
は、医療を後退させ、ひいては国民医療に不安

ゆうりきやー
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を与えることになります。病気は高齢者のみで
なく誰にでも罹るものです。つまり「病気は人
を選ばず」のたとえです。

年間、2,200億円の社会保障費を削減し、国
民を不安におとしめるより、道路財源や各省庁
の天下り等無駄に使用される税金を、社会保障
費に充てることにより、福田総理の云われる

「国民ひとり一人が安心して暮らせるようにな
ったと実感できる社会の実現」となると確信し
ます。

皆様と共に、「地域医療崩壊阻止に向けて」
声を出して頑張ります。

意見発表：山田君子氏
（沖縄県老人クラブ連合会副会長）

政府は医療費適正化
の名目の下に、病院、
診療所等の診療報酬の
抑制を 2 年毎の改定の
度に行ってきました。
これと併行して患者の
自己負担増と、給付制

限を実施してきました。そして、さらに社会保
障費を毎年2,200億円削減しています。

日本の経済の伸びとは反対に日本の医療費の
支出は下がっているのが現状です。政府は、何
が何でも医療費を抑えようとしています。そん
な理不尽なことがあるのでしょうか。

我々、高齢者にとって、病院、診療所はライ

フラインの大切な頼りとするところであり、健
全な運営存続が必要不可欠です。しかし、その
大切な医療機関や病床の閉鎖が続発し、高齢者
にとって大きな不安です。

政府は、政策の失政を高齢者に押し付けよう
としています。加齢と共にいろいろな病気が大
なり小なり出てきます。どうしようもない事象
です。このような政府のやり方は淋しくて切な
い思いがします。この病気とこの体をどこかに
投げ捨てたい衝動にかき立てられます。

私たちの願いは、病気にかかったときは、運
営のしっかりした医療機関で適切な給付を受け
て老後を過ごしたい。誰しも思うごく当たり前
の願いです。私たちも大事な医療費を有効に使
う為の知恵をもっと勉強していかなければなら
ないと思っています。政府も無駄な財源支出を
なくし、国民の医療や福祉を守ろうとする姿勢
を国民に見せて下さい。信頼できる政府づくり
をまず考えて下さい。日本から医療崩壊危機と
いう言葉をなくすよう努めて下さい。

その後、決議に移り、当医療推進協議会高嶺
明彦副会長（沖縄県歯科医師会長）から国や関
係機関に対し「社会保障費年2,200億円削減撤
廃」を求める決議について提案があり、満場一
致で決議案が採択された。

最後に、当医療推進協議会大嶺千枝子（沖縄
県看護協会長）より閉会の挨拶が述べられ、会
の幕を閉じた。

会場を埋めつくす県民集会参加者
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去る7月24日（木）、東京都港区の笹川記念
会館において、社会保障費年2,200億円削減撤
廃を求め、国民医療推進協議会（会長：唐澤祥
人日本医師会長）主催による標記総決起大会が
開催された。当日は全国から当医療推進協議会
各関係団体から約1,200人の他、自民・公明両
党の国会議員35人が参加した。

総決起大会の概要は以下のとおり。

1．開会宣言
萩原正日本柔道整復師会長より、「厳しい暑

さの中全国から多くの医療関係者の参加を得
て、ここに地域医療崩壊阻止のための総決起大
会を開催する」との開会が宣言された。

2．挨　拶
唐澤祥人国民医療推進協議会長（日本医師会長）

長年にわたる政府の医療費抑制策は、地域医
療を崩壊させると共に、平等であるべき医療に
地域格差をもたらしている。これまで医療関係
者の献身的な努力によって地域医療の現場は保
たれてきたが、それも限界といっても過言では
ないと認識している。こうした事態を招いた原
因は、国民の生命と健康、生活を守る根幹的な
理念が、国に欠如しているからと言わざるを得
ない。

政府は、これまでの5年間、これからの5年
間で自然増 12.1 兆円を抑制することになる。
これにより医療費の国庫負担が約8兆円、国民
医療費ベースでは約30兆円の削減となり、日
本の医療は10年間で1年分の遅れを取ること
になる。国民が享受すべき福祉を奪う政策は、

地域医療崩壊阻止のための総決起大会

会長　宮城　信雄
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社会的な契約に対する国家の重大な背信であり
断じて許すわけにはいかない。社会補償制度の
在り方が国民の最大の関心事となっている今こ
そ、社会保障費の行きすぎた削減という政府の
誤った政策を阻止し、国民が真に安心して暮ら
せる社会の実現に向け、国民と共に国人の医療
を守らなければならない。

本日のこの大会が、政府に対し、我々国民の
声を届ける端緒なるようご理解・ご協力をお願
いして挨拶とする。
協力団体代表　鈴木聰男東京都医師会長

今、国民全体が医療に対して不安を持ってい
る。政府、福田総理はその多くの国民の声に耳
を傾けて欲しい。

政府は「安心と希望のビジョン」を掲げてい
るが、それには夢をもてない。医師不足、医療
関係者不足、特に介護士不足は深刻である。ま
た、救急医療、小児科医療も多くの点で破綻を
来し、勤務医の過重労働、病床削減の問題が起
こっている。どうしてこうなったのか、いずれ
も毎年2,200億円ずつ削減するからである。

病気になったとき、体調が悪くなったとき、
安心して医療を受け、生活ができると言うこと
が国民のささやかな気持ちである。日本人は、
自分のことよりも周りの人が困っているのを見
ることが一番辛い。もう終わりにしましょう
2,200億円削減することは。

3．来賓挨拶
尾辻秀久自民党参議院議員会長をはじめ多数

の自民・公明の国会議員が挨拶に立たれ、異口
同音に「医療崩壊を阻止すべく社会保障費
2,200億円撤廃」を訴える挨拶が述べられた。

なお、主な来賓の発言は次のとおり。
尾辻秀久自民党参議院議員会長

このままでは日本の医療が崩壊するというの
はみんな分かっている。みんなが2,200億円削
減は無理だと言っているにもかかわらず、抵抗
勢力がいる。向こうは我々を抵抗勢力と言うだ
ろうが、我々から言うと向こうが抵抗勢力だ。
向こうは2,200億円の削減を止めたら日本売り

がはじまると訳の分からないことを言ってい
る。

収支のバランスが崩れていることは事実であ
る。しかし、支出を抑制することで帳尻を合わ
せるのはもう無理がある。入りを考えなければ
ならない。本音は消費税を上げるしかないと思
っているが、この問題は議論が必要なので、せ
めてたばこ税を上げさせて欲しい。
津島雄二自民党税制調査会会長　

日本の高齢社会の構造は、毎年約2兆円の歳
出が必要となる。高齢化という素晴らしい成果
に、それだけの金額がかかるならば、みんなが
納得して分かち合うことが必要である。それを
毎年2,200億円ずつ、ちまちまやってどう解決
できるのか私には分からない。年末の税制改正
や予算編成に向け、国民が安心できる医療制度
をつくるための改革が必要である。
鈴木俊一自民党社会保障制度調査会長

昨日（23日）の自民党厚生労働部会、社会
保障制度調査部会、雇用・生活調査会の合同会
議で、2009 年度概算要求基準（シーリング）
に関する決議をした。実現に向け、与党一体と
なって腰を据えて取り組んで行かなければなら
ない。
福島豊公明党社会保障制度調査会長

（公明党大田代表の代理）
シーリングまでのここ数日間が大事である。

我々もこの問題に直視し、関係者の声を政府に
しっかり伝え、最後まで努力する。

4．趣旨説明
竹嶋康弘日本医師会副会長より、以下の通り

本大会の趣旨説明が行われた。
医学医術の進歩、国民の医療ニーズの増大、

そして急速な高齢化の進行等の社会構造の変化
を勘案し、しかるべき.医療サービス水準を維
持していくことを前提とすれば、わが国の社会
保障費が一定の規模で増大していくことは明ら
かである。

しかるに、経済財政諮問会議がこのほどまと
めた「基本方針2008」を見ると、平成21年度
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予算について「・・・これまで行ってきた歳出
改革の努力を決して緩めることなく、国、地方
を通じ、引き続き「基本方針2006」、「基本方
針2007」に則り、最大限の削減を行う」とし
ている。これは、5年間で1.1兆円の社会保障
費を削減するという政策を、平成21年度も引
き続き実施するということにほかならない。

長年にわたる社会保障費の伸びの抑制が、医
療崩壊を顕在化させたことは明らかである。こ
の機械的抑制が続く限り、救急医療体制の弱体
化、産科・小児科を中心とする医師不足、介護
分野における恒常的人材不足等の問題は決して
改善されない。

国民が社会保障に対して不安を持っている今
こそ、政府に間違った方針の反省を促し、社会
保障費の機械的抑制の撤回という明確な方針転
換を図るよう、国民とともに強く要望していく
ことが必要である。

そのため、国民医療推進協議会では、本日こ
のように「地域医療崩壊阻止のための総決起大
会」を開催することにしたので、ご協力の程お
願い申しあげる。

5．決意表明
国民医療推進協議会加盟団体を代表して、大

久保満男日本歯科医師会長、児玉孝日本薬剤

師会長から概ね以下のとおり決意表明が述べら
れた。
大久保満男日本歯科医師会長

日本の医療はもう後戻りができない一線を越
えてしまったのではないかという恐怖のような
思いがする。もしかしたら部分的には越えてし
まったところにあるかもしれない。現状に辛う
じて踏みとどまっているのは、現場の医療従事
者の努力に他ならない。しかし、もう限界であ
り、日本の医療を守るために2,200億円削減撤
廃に向け国民と共に頑張りたい。
児玉孝日本薬剤師会長

第二次世界大戦後、GHQ の憲法草案には、
社会保障の規範となる25条の条文は無かった。
25条は日本人の手によって加えられたもので
ある。今一度「人間らしい生活を送る」という
理念を考え直す時期であり、財政優先の政策は
断じて許せない。

6．決　議
西澤寛俊全日本病院協会会長より決議文の朗

読説明があり、全会一致で原案通り承認された。

7．頑張ろうコール
最後に羽生田俊日本医師会常任理事の音頭で

頑張ろう三唱が行われ、大会の幕を閉じた。

頑張ろう三唱
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心配された台風の影響もなく、これまで工事
が順調に進んでおります。7月末時点の総合工
程では77.5％（+2.50％）の実施率で、8月を
目途に建物が完了する予定となっています。

1階から3階まで壁や天井塗装工事がほぼ完
了し、徐々に各部屋々の形状が分かるようにな
ってきました。

8月の月間工程では、全ての階の床工事がほ

ぼ完了する予定で、外構部分も上旬から擁壁そ
の他の構造物築造工事に着手するとのことです。

下記の写真は、会館外観部分（東側）と1階
エントラスホール部分、3Fホール部分を撮影
したものです。

工事の進捗状況は、本会ホームページに随時
掲載しておりますので、ご覧下さい。

沖縄県医師会館建設進捗状況
～8月中には“建物”完成へ～

常任理事　真栄田　篤彦

（Ｈ20. 8.1撮影 3Fホール部分）

（Ｈ20.8.1撮影 会館外観部分） （Ｈ20. 8.1撮影 エントランスホール部分）



2008沖縄医報 Vol.44  No.9
報　　告

－10（952）－

去る6 月26 日（木）、午後7 時15 分より沖
縄ハーバービューホテルクラウンプラザにおい
て第187回沖縄県医師会臨時代議員会が開催さ
れた。

はじめに、代議員会の正副議長の任期が去る
3月31日をもって満了したため、仮議長に野原
俊一代議員が選出された。野原仮議長より定数
の確認が行われ、定数57名に対し、44名が出
席し、定款34条に定める過半数に達しており、
本代議員会は有効に成立する旨宣言された。続
いて議長選出が行われ、新垣善一代議員（中部
地区）が選出されると共に、新垣議長の下で副
議長の選出が行われ、副議長に高里良孝先生

（那覇）が選出された。
以上の議長・副議長の選出の後、宮城会長よ

り次のとおり挨拶があった。

挨　拶
○宮城会長

皆さん、こんばんは。
一言ご挨拶を申し上げ
たいと思います。

任期満了になってお
りました議長及び副議
長が選出されました。
議長に当選されました
新垣善一先生、副議長

に当選されました高里良孝先生、誠におめでと
うございます。今後2年間代議員会の円滑なる
運営と執行部に対するご指導ご鞭撻のほどをよ
ろしくお願い申し上げます。

本日は、第187回臨時代議員会を開催し、平
成19年度の会務、諸決算などについてご審議
していただくことになっております。そのため
にご案内申し上げましたところ、多数の代議員
の先生方がお集まりありがとうございます。

お陰を持ちまして、平成19年度の会務も代
議員の諸先生方、会員各位のご協力により予定

第187回沖縄県医師会臨時代議員会
－平成19年度会務報告・諸決算を承認－
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縄県医師会としても、県立病院の果たす役割、
医療提供体制はどうあるべきかというようなこ
とからいろいろ検討して意見を言っていきたい
というふうに考えております。

また、医師確保の観点から県全体を網羅した
後期研修システムの構築です。前期研修という
のは、沖縄県というのは年間140人～150人ぐ
らい来ておりますが、後期研修というのを沖縄
県全体でシステムとしてつくっていくべきだと
いうふうに考えております。

それから、ドクターヘリ等を含めた救急医療
体制の整備についても関与していきたいという
ふうに考えております。代議員各位におかれま
しても忌憚のないご意見賜りますようお願いを
したいと思います。

後ほど、会館建設の議題が上程されますが、
待望の会館が11月の竣工に向けて急ピッチで工
事が進められております。今年中には新会館で
の業務がスタートできるというふうに考えており
ます。出来上がった後には、積極的に会館を活
用していただくようにお願いしたいと思います。

本日は、お手元の資料にお示ししてあります
ように、報告2件、議事7件を上程しておりま
す。詳細につきましては、各担当理事より説明
をしていただきますので、慎重にご審議の上、
ご承認賜りますようお願い申し上げましてご挨
拶といたします。ありがとうございます。

その後、報告・議事に移り、報告事項は玉城
副会長から平成19年度沖縄県医師会会務につ
いて、稲福監事より平成19年度沖縄県医師会
会計監査について報告があった。議事は以下の
議案について各担当理事から説明が行われ、全
て原案どおり承認可決された。

第1号議案　平成19年度沖縄県医師会一般
会計収支決算の件

第2号議案　平成19年度沖縄県医師会医事
紛争処理特別会計収支決算の件

第3号議案　平成19年度沖縄県医師会用地
特別会計収支決算の件

第4号議案　平成19年度沖縄県医師会会館
建設特別会計収支決算の件

をしておりました諸事業も滞りなく推進するこ
とができました。

さて、平成18年6月の医療制度改革関連法
案の成立を受けて、今年の4月から「後期高齢
者医療制度」あるいは「特定健診・特定保健指
導」等が実施されてきておりますが、特に、後
期高齢者医療制度に関しては、マスコミ等でも
連日取り上げられておりますし、当事者の高齢
者の年金から天引きをされるということ、それ
から、低所得者からも保険料を取るというよう
なことがありまして、非常に不満が湧き出てき
ています。そういうことがあって、国会の中で
も野党が廃止法案を提出するというようなこと
になってきております。

当該問題につきましては、全国の医師会でも
いろいろ議論がされております。本日も、地区
医師会から質問がありますので、後ほど、担当
理事に詳しく説明をしていただくことになって
おります。

本会といたしましても、私もいろいろ説明を
しているんですが、制度自体は平成12年に日医
が出したグランドデザインの中で後期高齢者医
療は別立てで創設をすべきであるという提言を
しております。その当時の理念というのは、75
歳以上のお年寄りというのは、ほとんどの方が
病気を持っている。医療費の3分の1がそれに
使われているというようなことから、社会保障
という理念のもとに新たに保険制度をつくるべ
きだという提案をしております。

ですからいろいろ問題があるとは思いますが、
日医が提案した社会保障制度の理念に基づいた
形に戻すべきだというふうに考えております。

後期高齢者の管理料、それについてもいろい
ろ問題があります。そのことに関しても県医師
会としては地域の事情を考慮して、慎重に対応
していただきたいということで、各医療機関の
自主的な判断に任せるというようなスタンスを
沖縄県医師会としてはとっております。

いずれにいたしましても、当該制度というの
は、国民が納得するような制度に見直す必要が
あるというふうに考えております。

一方、県内では、今年度中に県立病院改革の
基本構想をまとめることになっております。沖
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第5号議案　平成19年度沖縄県医師会共済
会特別会計収支決算の件

第6号議案　平成20年度沖縄県医師会諸会
費賦課徴収要項改正の件

第7号議案　平成20年度沖縄県医師会一般
会計収支予算補正の件

なお、当代議員会における質疑応答の主な内
容は次のとおりである。

質疑応答（要旨掲載）
1．議事に関する質疑
○名嘉勝男代議員

先ほどの会務報告の
中で、沖縄県保健医療
計画が策定されたとい
う報告があったが、地
域医療委員会の中で、
これができあがった場
合には、冊子をぜひ会
員に配るように要望し

たが、もし県でそれが配られなかったら、沖縄
県医師会で配ってほしいと思う。もちろんネッ
ト等でも見れるとは思うが、医療機能の連携の
ことが載っているので、そのマップをぜひ会員
にも見てもらいたい。地区医師会でもみんなに
声をかけているので、どうなっているのか教え
てもらいたい。
回答（玉城副会長） 当初の予定では沖縄県
から医療機関へ全部配るというお約束だったの
で、もう一度確認したい。もしいってなければ
県に確認する。

2．代表・個人質問
裁判員制度に関する3つ疑問点について

（中部地区医師会：代表質問）
○中田安彦代議員

裁判員制度に関する
3つの疑問点について。
これは前回中部地区医
師会の理事会で話し合
われたものをまとめた
ものである。

①免除規定
質問内容は裁判員は衆議院議員の選挙権を

有する者の中から「クジ」で選ばれるもの
で、医師もその対象になるといわれている。

患者の生命を預かっている医師は、いつ呼
ばれるかわからない状態で働いており、また、
当日緊急手術や患者急変のときもある。裁判
所で決めた期日に出頭せよ、出頭しなければ
罰金を課すというのは、現代の徴兵制と批判
されても仕方がない。

医師は、政令などで裁判員免除の規定をつ
くれないものか。
②守秘義務

裁判員は、評議の過程で知り得た秘密を裁
判終了後も生涯にわたって漏らしてはならな
い。秘密をもらしたときは 6 カ月以下の懲
役、または50万円以下の罰金に処されると
あるが、そもそも「クジ」で選ばれた者に、
そこまでの守秘義務を課してもいいものか。
③日当

裁判では精神的にも肉体的にも拘束され
る。裁判員の日当は1日当たり1万円以内と
されている。裁判は少なくとも2年ぐらいは
続くのではないか。その間、経済的にも裁判
所に拘束されるというのはいかがなものか。

以上のことから、この制度には問題点も多
く、医師の裁判員についてはこれを免除して
いただくよう、働きかけをご検討願いたい。
回答（真栄田常任理事） この裁判員制度に
関する問題点について、私自身も本当に同じよ
うに思っている。ただ、日本医師会では平成17
年度の段階で、これを認めて協力するという形
で回答しているが、実際には先生方ご理解され
ているように、個別にわたっては、例えば重症
患者を抱えているとか、あるいは本人が病気の
ときとか、そういうような形の場合には、執務
が免れるというか、免除されることになってい
る。希望する地区医師会には、那覇地方検察庁
の企画調査課より具体的に説明することができ
ると聞いている。①のご質問については、各地
区医師会でも那覇地方検察庁の企画調査課から
詳しく説明を受けて確認していただきたい。

それから、②と③についても県医師会での協
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議そのものも非常に難しい面もあるが、結論と
しては、やはりこの裁判員制度について、県医
師会としてもう一度理事会で十分に協議して、
日医に申し出るべきかを判断したいと思う。

ちなみに、先ほど先生がご指摘したように、
国民で割ると、1年間に裁判員の候補者になる
確率というのは、約60人に1人ということで、
非常に確率が高い。やはり医師としての職務、
特に開業医の場合には1人であるので、その開
業医の場合の勤務状態、あるいは重症患者を抱
えているとか、そういう状況を説明すれば免除
になるかもしれないが、その詳細についてはや
はり先ほどお答えしたように、那覇地方検察庁
に確認して説明を受けていただきたい。

来年の5月から始まるため、一刻の猶予もで
きないと思うが、もう一度県医師会でも詳細に
わたって検討して、中部地区医師会の要望とし
て日医に申し出るか確認したいと思う。

後期高齢者医療制度について
（浦添市医師会：個人質問）

○山里将進代議員
浦添市医師会でも後

期高齢者の医療制度が
スタートした後、理事
会でも話し合いがもた
れたり、勉強会もやっ
ているが、まだ十分突
っ込んだ論議が行われ
ているわけではないの

で、本日は私個人の質問ということで意見を述
べさせていただきたい。

まず、4月にこの後期高齢者医療制度がスタ
ートしたわけだが、制度そのものが大変問題が
あるということで、ご存知のようにマスコミで
も連日取り上げられ、国民からもかなり批判が
出ていることや、全国の県医師会レベルでも明
確に反対を決意するというような医師会も出て
おり、全体としては制度についてはかなり批判
の声が強いのではないかと思っている。

参議院では、廃止の法案がすでに通過してい
るし、沖縄でも県議会として廃止を決議すると
いう動きがかなりはっきりしており、多分決議

は出るんじゃないかと思う。
そういう状況を踏まえ、沖縄県医師会として

も、この後期高齢者医療制度について今後どう
いうような対応をしていくのか質問をさせてい
ただきたい。

私は、やはり日本の医療制度のもっている長
所、非常にかかりやすい皆保険でフリーアクセ
スが確保されているという点が非常にいい点だ
と思うが、今度の後期高齢者医療制度は、患者
のフリーアクセスの確保という点で非常に問題
があるのではないかということと、後期高齢者
の診療料と関連するが、医師間のいろんな連携
が非常にやりにくくなるような、そういう側面
が非常に強いと思っている。もう1つは、私た
ちは今まで必要に応じて必要な医療サービスを
提供するということで、出来高払い制度の下で
やってきたが、今回の後期高齢者の診療料とい
うのは、全国的にはこれを手を挙げて算定する
という医師は非常に今のところ少ない状況であ
るが、この制度が残された場合、医療費抑制の
テコに使われて外来の医療の包括性につながっ
ていくという、そういう危険性があるものでは
ないか私は考えている。

これが老婆心であればいいが、制度としてこ
ういう問題のある制度は、やはり私は撤回させ
ていくような運動が必要じゃないか思ってお
り、後期高齢者の特に診療料については廃止を
していただきたい。県医師会もそういうことで
リーダーシップをとっていただきたく意見を述
べさせて頂いた。
回答（平安理事） 山里先生のご指摘のとお
り、国民だれもが知るこの制度は問題があると
ころである。私が的確な答えができるとは到底
思わないが、これまで県医師会として話し合っ
てきたことや、現在のとりまとめたところをま
ずはお伝えして、またご検討いただきたいと思
っている。

まず、この制度については、後期高齢者とい
う言葉はどうあれ、75歳以上で区切って、新
しい保険の形にするということ、そのことと診
療報酬上の問題とはやはり、入り口は分けて議
論しないと混乱してしまうということがあるか
と思う。
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そういうことでまず医療制度、後期高齢者医
療制度についての当会のとりまとめたところを
改めて確認させていただく。これは日医が当初
から示していたとおり、患者さんに負担を求め
るのではなくて、医療費の 9 割を公費で賄う
と、そういった新しい社会保障制度に見直しを
求めていくというスタンスである。日医が示し
た見解というものを6月19日に自民党の議員
の有志会あたりで改めて言っており、それで確
認してもやはり75歳以上の高齢者に対しては
国が保障の理念の下で支えるべきだということ
を強調し、75歳以上を手厚くする、今までと
同じ医療を提供する、医療費の9割は公費、す
なわち国が負担する、高齢者の家計負担は保険
料と一部負担を合わせて1割ということで、こ
の4つを柱にした制度をつくっていくべきだと
いう姿勢は変えていない。

当会としても、75歳以上の高齢者に対する
医療制度は、社会保障という理念の下で現行制
度であれば問題があるということである。当然
のこととして見直すという姿勢をもっている。

それから、診療報酬上のことで密接に関係し
ている後期高齢者診療料の問題だが、まずこの
ことを考える前に、昨年5月に厚生労働省が唐
突に総合科医という概念というべきか、構想を
示してきたわけだが、それに対して日医は昨年
来、総合科医という構想が患者のアクセスポイ
ントを減らすとか、地域格差を生じさせる、あ
るいは国が総合科医を認定することは、官僚の
権域を増大して地域医療を国が管理統制するこ
とになるのではないかということで、ずっと反
対してきている。そういうことが最終的には人
頭払い制にもつながるであろうということで、
この唐突な国の提案というものは非常に批判を
受けていったわけだが、国としては高齢者を総
合的にみる医師の案というものをどうもずっと
推し進めてきて、それがいつの間にか中医協と
か、後期高齢者医療制度の中に乗っかってき
て、最終的には74歳以下の生活習慣管理料と
いうものが75歳以上にはないからということ
で、この後期高齢者診療料の新設ということに
つながったわけである。

その中で、かかりつけ医といったものの発想

がどうしても見え隠れしているということで、
先生方が危惧されていることはご指摘のとおり
だと思っている。

そうは言っても、日医としては、総合という
表現が排除になったとか、主治医という表現が
担当医に変わったであるとか、やや骨抜きには
できたとかということも言っていて、そんなに
心配ないとも言っているが、日医の常任理事の
中でも、山里先生がご指摘のとおり、やはりい
ずれ外来診療の定額払い、そういったものの伏
線になっていくのではないかとか、医療機関へ
のフリーアクセス問題など、いろんな問題が見
え隠れしているということである。

そんな状況にあるが、先ほど述べたように75
歳以上では、生活習慣病管理料にあたるものが
ないということで、もしかして地域の事情によ
っては、これを算定、検討せざるを得ないよう
なことが出るかもしれない。やはりこれは診療
報酬上の問題でもあることも確かですので、手
上げ制にもなっている。当会としては、この診
療報酬というものが創設の経緯を考えると、や
はり慎重に対応はしていただきたいが、最終的
には現時点では医療機関の自主的判断に任せる
ということで、今までのところそういうことに
なっている。

日医としては、中医協の検証も含めて、今
後、この後期高齢者診療料の算定のあり方とか
実情を見て、フリーアクセスに何らかの問題が
出ている場合には断固修正を迫ると、そういっ
たことは言っている。そういうことで当会も考
えている。

この後期高齢者診療料、申請の際の施設基準
になっている研修会というのがあるが、これに
ついても、当初は6月中に説明会について日医
から連絡があるということだったが、その後の
診療料に対する非常にブレた、分かれた見方と
か、いろんなものが出てくる中で、日医の中で
もやはり研修会そのものを開催すべきかどうか
ということで揺れているようである。

現在までのところ、説明会についての通知等
はまだ来ていない。近日中に届くということで
あるので、当会としても日医の見解をみた上
で、これまでの経緯も含めて研修会の開催につ
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いても、さきほどの診療料のことと併せて慎重
に検討していきたいと考えている。
○山内英樹代議員

先日の会長会議でも那
覇市と南部地区から同じ
ような質問があったとい
うふうに記憶している。

ぜひ、こういう制度
の問題は代議員会でき
ちんと討論すべきだろ
うと思う。会長会議の

テーマとしてはどうかと私自身は思っているの
で、ぜひご検討をお願いしたい。

それからもう1点、今、担当理事からお答え
をいただいたが、県医師会として答えるのは、
日医との関連でかなり問題があるというのは
重々認識しているが、もう少し明確な方針とい
うか、日医が提案したフレームワークではある
が、当初提案したのとは明らかに内容が違って
きているということはあると思う。そのへんを
踏まえて、沖縄県医師会としても、現状ではこ
うだというような意見を出していただけると有
難いと素直に感じている。
回答（宮城会長） この後期高齢者医療制
度。「制度」というのと診療報酬上の「管理料」
の問題は分けて考えないといけないと思う。後
期高齢者医療制度に対して明確に反対をしてい
る医師会は全国で茨城県医師会だけである。そ
のほかの医師会は地区医師会を含めて、診療料
の算定に対しては明確に反対をしている医師会
はいくつかある。そういう意味で、医師会とし
ては制度そのものに対して反対ということは言
えないだろうと思う。

ただ、診療報酬上で医療費抑制の仕組みをつ
くるということに対して、基本的には反対すべ
きだとは思うが、先ほど言ったように県医師会
の理事会でいろいろ検討していった段階では明
確に反対するというのはいろいろ問題があると
いうことで、慎重に対応すべきだというのが県
医師会の意見、見解だということである。明確
な姿勢をとるようにという意見は、いろんなと
ころからも聞いているが、ただ、地区医師会で
もアンケートをとった結果、講習会については

ぜひ開催してくれという医師会と、開催すべき
でない医師会と、同じような危惧を抱きながら
も医師会の態度も変わっている。

そういう意味で、県医師会として講習会を開
くべきではないと。あるいは開かないという明
確な態度は今のところはとっていないというこ
とである。ただ慎重に対応していきたいという
ことである。日医が講習会を開くということが
出てきたときに、それに対しても慎重な対応を
とっていきたいと考えている。

学校医と学校産業医のあり方について
（南部地区医師会：代表質問）

○名嘉勝男代議員 最近、学校・産業医の配
置で大変苦慮したので、それでこの問題を提示
している。質問内容はここに書いてあるが、ご
承知のとおり公立学校（高校・特殊学校）にお
いては、教員を含む職員数が50名を超える場
合には、産業医を配置することになっている
が、会員によっては産業医を断るケースもあ
り、対応に苦慮している。

産業医の資格を持っていない学校医にも半強
制的に産業医を兼任していただいているのが現状
である。ところが現に一部の会員からは、資格を
持っていないのに専門外なので、産業医のことで
は責任をとれないなどの厳しい意見もある。

そこで、産業医だけを他の医師に委託すると
した場合、問題になるのが産業医の委託報酬で
ある。開業医が診療を一時ストップさせて出向
くには、到底見合わない報酬であり、今回の問
題を難しくしている要因だと思われる。

学校に産業医を配置するには、やはりそれに
見合う報酬が必要である。

この件に関しては、再三、医師会へ要請を行
っており、九州各県に比べ本県の学校産業医の
報酬は決して安いものではないことは理解して
いるが、上記に述べたように、会員の先生方に
学校医及び産業医を依頼する立場にある医師会
にとっては非常に大きな問題である。

ぜひとも、窮状をお汲み取りの上、問題解決
に向けた対応についてご検討いただきますよう
お願い申し上げる。この件に関しては、以前に
も再三、取り上げられたようであるが、進展が
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ないということで提案している。
回答（宮里理事） 再三、要請されて進展が
ないということだが、やはり再三、要請してき
た経緯があり、それが動かない理由としては、
産業医の報酬が日本医師会と厚生労働省と文部
科学省と三者の合意で決められたという経緯が
ある。

それから、次世代を担う子供たちのためにボ
ランティア精神を発揮してほしいという意図が
あり低く設定されている。それでも沖縄県は全
国に比べると低くはないという現状である。も
う1つ動かない理由は、そのための財源がほと
んどないということである。財源がないという
ことで動きがない。それでも皆様のご苦労に対
して担当部署と交渉は続けていきたいと思って
いる。

産業医をしっかり今度要求した場合には、産
業医は月にいっぺん現場に赴くという規定があ
るので、そうなった場合は、きっちりと監査が
入るということは答えを得ている。

それから、一番大きな問題として、医師会
長、あるいは担当理事が一番苦労しているの
は、おそらくお願いをして断る人がいるという
ことだと思う。そういう現状が実は他の地区医
師会でも、特にここ7、8年出てきている。中
部地区医師会でこれが問題になったことから委
員会をつくり、去年1年間かけて所轄の教育委
員会にお願いをした経緯がある。中部地区医師
会が一番大きくて会員が508名、それから南部
地区医師会が385人いらっしゃる。大きいとこ
ろほどそういう問題が出てきているというの
は、やはり385分の1であると学校医を断りや
すいという現状と、それから産業医の先生が少
なくて、特に公立高校、それから特殊学級に関
しては、職員が50名を超えた場合は産業医を
配することが望ましいとなっているが、産業医
の数そのものが少ない。報酬が少ないというこ
とで、いったん引き受けてしまうと次の人が出
てこない。そうすると延々とその職務に就くこ
とになる。ところが、ある程度ボランティア精
神を発揮してなされているその職務に対して、
教育委員会と現場の管理者である校長の無理解
が非常に大きい。そもそも学校医は義務教育の

小中学校に学校教育法で学校保健法で、子供た
ちを心身共に健やかに育て上げて、将来、役に
立つ社会人を育て上げるという目的で医師会は
協力しているはずである。あくまでも協力であ
り、私たちは教育委員会の一機関ではない。

ところが、これは先輩方が、戦後、非常にボ
ランティア精神を発揮されまして、積極的に医
師を派遣していた経緯がある。ところが本来は
管理者たる校長が自分でドクターを探して依頼
して、それでもできなければ医師会にお願いし
て適当な人を推薦してもらうのが筋である。そ
の中で話し合って決めるのが本来だと思うが、
今のあり方は、校医あるいは産業医を決めるや
り方は、医師会が決めてお願いして派遣すると
いう逆の形になっている。そのため、管理者た
る校長先生が医師会が送るのは当たり前と思っ
ている。だから自分たちの都合の範囲内でし
か、健診も組まないし、それからいろんな行事
も組まない。先生の予定を無視してしまう。そ
ういう現状がある。

本来ならば、小中学校は義務教育に関しては
積極的に協力すべきであるが、専門学校、高等
学校、大学に関してはその限りではないので、
中部地区の花城担当理事にお聞きすると、私立
高校は校長先生自らが探してお願いして、話し
合いをして行っているので何らトラブルは起き
てないとのことである。

下から11行目をご覧になって頂くと、まず、
いろんな現在の枠組みがある。「公立高等学校
の校医は産業医が望ましい」、「報酬は決まって
いて財源はない」、「ボランティア精神を発揮し
てほしい」。それから「産業医は医師会がリー
ダーシップをとって配置」している現状。それ
から「校長あるいは管理者の理解不足」。こう
いう枠組みの中で単に報酬を上げても解決しな
いと思う。県医師会は報酬アップを図るための
交渉はするが、各地区医師会でやはりこちらか
ら配置するのか、お願いされて配置するのかと
いう配置の見直しと、それから私たちは教育委
員会の一機関ではなくて、協力機関だというこ
とをしっかり打ち立てて、やはり校長先生が探
すべきではないかという選択肢も投げかけてよ
ろしいのではないかと思う。探せなければどう
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ぞまた私たちに相談していただきたい。そうい
う形であればおそらく学校側の無理解も解消さ
れるのではないかと思う。

学校ではおそらく卒業生でドクターもいらっ
しゃるであろうし、それから、父兄の中にもい
るであろうし、頼まれれば嫌と言わないと思
う。多分そういう選択肢もあってよろしいので
はないかと思う。

実は、きのう確認したら、中部地区医師会は、
9つの市町村があるが、そこの教育委員の方々
に、「自分たちは教育委員会の一機関ではない。
協力機関であるということをしっかりと認識し
て、健診に関しても2カ月前に相談してほしい。
あるいはいろんな問題を事前に調整してほし
い。」等を花城先生の名前で出してある。そのこ
とから先生方もそうしていただきたいと思う。

それからもう1つ、初診料、再診料が問題に
なったときに日本医師会の担当理事が日医ニュ
ースに書いてあったので皆さんもご覧になった
かと思うが、開業医はアフター5、それから、
昼休み、診療時間もときには社会貢献してい
る。その最たるものが学校健診であり、予防接
種である。再診料、初診料を下げてもらわない
ためにも社会貢献をしているということを切り

札に使っているので、ぜひそこらへんも勘案し
て、この問題はやはり社会奉仕という一面と、
それからもう1つ、おそらく不満はそこだと思
うが、配置に関してもう1回教育委員会としっ
かり打ち合わせしたほうがよろしいのではない
かと思う。
○名嘉代議員 今のご意見で公立高校の学校
長自ら校医を探す、依頼すると言うが、今回こ
の件を申し入れる予定はあるのか。
回答（宮里理事） それは各地区医師会でや
っていただきたい。ただ、こちらとしては報酬
を上げる交渉は持続してやる。それから、必要
があれば教育長にそれを意見として上げる。
○中田安彦代議員 地区医師会は、地区の医
療関係についてやっているが、県立学校という
のは、県の組織なので、本当は県医師会がやる
べきじゃないか。

以前、中部地区の県立高校は、中部地区医師
会が斡旋して校医を出しているが、考えてみれ
ば、習慣的にやっていることだが、組織を考え
たら日医は国全体のこと、県医師会は県に関す
ること、地区は地区医師会と考えているがいか
がか。
○宮里理事 それで良いかと思う。
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みだし都道府県医師会長協議会が平成20年
7月15日（火）午後3時から日本医師会館で開
催された。

はじめに、司会を務めた羽生田常任理事より
開会の辞があり、日医唐澤会長より挨拶が述べ
られた後、宮城県医師会長及び岩手県医師会長
より、岩手・宮城内陸地震の被害報告及び都道
府県医師会に対するお礼の言葉が述べられた。

その後、提案された18題について協議が行
われたので、概要について報告する。

協　議
（1）厚生労働省調査に対する日本医師会の
同意について（徳島県）

＜提案要旨（抜粋）＞
この度の微量採血用穿刺器具の使用状況に関

する調査については、危険性の説明が十分行わ
れず、結果だけが公表されることになってい

る。国民の間に過大な不安感をあおる恐れが非
常に大きいのではないかと危惧されるところで
ある。

調査依頼文書には、日医にも連絡済みとの文
書が添付されていたが、具体的にどのような説
明や検討が行われたのかお伺いしたい。また、
今後このような事案についてどのように対応さ
れるかお伺いしたい。
【木下常任理事回答】

厚労省の趣旨は、少なくとも通知の添付文書
に記載してあるように禁止事項になっているも
のをあえて使用したということに対して、感染
の可能性はゼロではないということから国民に
不安をかけないためにも公表は避けられないと
いう主張である。

厚労省との折衝では、調査については各都道
府県に依頼をしているが提出のみであって、公
表を強いている訳ではないし、求めてもいない

平成20年度第1回都道府県医師会長協議会

会長　宮城　信雄
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とのこと。
具体的に調査報告書をどう取り扱うかについ

て、①我が国で微量採血穿刺器具を使用しての
感染例はない。②これまで公表に際して不適切
な症例という言葉を使っていたが、針を交換せ
ずに複数に使用した場合や針を交換していたら
調査対象器具を複数使用していた場合などの区
分された表現をしてほしい。③病院等では消毒
をきちんとしていたということをそのまま記載
すること。④医療界だけではなく国民に関して
公表するとしても感染の恐れはないということ
を明確にしてほしいということである。現在、
それらを踏まえて、日本感染症学会に見解を求
めているところである。厚労省もそのコメント
を重視したいとのことである。

また、本調査は医療界に対して自主的な回答
を求めたが、ペナルティを課すような条文は行
わないということを約束した。また、再調査は
しないこととしている。公表する際には日医が
事例をチェックした上で適切な表現かどうかを
見て公表することとしている。

＜徳島県医師会：川島＞
当初の予定では6月23日に厚労省の調査を

締め切る予定であったのが、何らかの理由で6
月31日になった。日医から取り扱いに関する文
書をいただいたのは7月1日であった。ほぼ同
時期に説明の文書をいただければ我々も多少の
不安感が解消できたのではないか。また、感染
の可能性が一例でも発症した場合、その検査・
治療が医療機関の負担とするのではなく公的機
関で負担するということが望ましいと考える。
【木下常任理事】

経緯説明の文書については、医師会全体の意
見をまとめるのに遅れた。大変申し訳ない。検
査に関しては、患者から問い合わせがあった場
合は、原則、保健所で対応してよいとのこと。
B型肝炎はスクリーニング、C型肝炎、HIV検
査は精密検査となる。

（2）採血用穿刺器具と真空採血管ホルダー
の取扱いについて（三重県）

＜提案要旨（抜粋）＞
採血用穿刺器具及び真空採血管ホルダーにつ

いては、いずれも国内では感染等の事例は報告
されていないにもかかわらず、厚労省は、調査
に誠実に回答した不適切事例のあった医療機関
名を公表する等、他方の真空採血管ホルダーの
取扱いは充分な方針が示されていない。安易な
公表がかえって住民の不安を招いたことは事実
であるが、日医の見解と今後の対応、厚労省へ
の働きかけをお伺いしたい。
【木下常任理事回答】

そもそもホルダーに対して単回使用にして欲
しいという通知を添付文書に載せたが、厚労省
が業者に対して指導を促す文書である。あえて
そうしたのはそれまでホルダーは、雑品扱いで
あった。それ以降は、医療機器にすることにな
ったという経緯がある。また、使用方法につい
て逆流しなければ安心ということを明確にすれ
ばよい。日本感染症学会では、真空採血管を用
いた採血利用に関する安全管理指針を出してい
る。この指針では逆流しない使用方法や指針通
りであれば感染は起こらないことを明確にして
いることから、これまでどおり消毒の上で採取
をしてよいとの見解をいただいている。

＜三重県医師会：中嶋＞
ホルダーの添付文書には再使用禁止、禁忌禁

止の欄にはホルダーは患者ごとの使用とし、使
用後は廃棄すること（ホルダーに血液が付着し
た場合、交差感染の恐れがあるため）という事
がきちんと記載されている。厚労省のQ&Aに
あるようにホルダーを一律に単回使用の医療機
器とすることを求めたものではないという説明
があり、社会的に説明責任が果たせるのか懸念
しているところである。日本感染症学会の見解
を出していただくと同時に記載されている文言
が厳しく圧し掛かっているということを認識し
ていただき、日医のご努力をお願いしたい。
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【木下常任理事】
今後の問題として、現実に則して採血方法と

器具の安全面を含めた添付文書のあり方につい
て検討していきたい。

（3）保険免責制の導入阻止を要望する
（新潟県）

＜提案要旨（抜粋）＞
福田首相が設置した社会保障国民会議の第4

回サービス保障分科会では、給付範囲の縮小、保
険免責制に向けた議論が必要との認識を示した。

さらに、財務省の財政制度等審議会では、保
険免責制導入や一般病床に入院する患者の食
費・居住費の自己負担化などについて「引き続き
聖域なく検討していく必要がある」としている。

若い人の病気の多くが低額医療であることか
ら、保険料の不払いや滞納が増えるなど、結果
として国民皆保険制度の崩壊が危惧される。ま
た、早期受診が阻害され、疾病の重症化を招
き、医療費の増額に繋がることが予想される。

保険免責制は社会保障給付費を減らす上で効
果的であるゆえに、今後、国の諸会議で議論に
なろうが、断固、導入を阻止するよう日医に要
望する。
【中川常任理事回答】

おっしゃるとおりである。日本医師会では記
者会見を開き、日本の公的医療保険は制度の総
合的な評価の高さに比べ、高い一部負担割合に
ついては、世界的に評価が低い。保険免責制と
いう言葉を入れること自体、不適切であり削除
すべきであると主張した。しかしながら、6月
12日の中間取りまとめでは、保険免責制の導
入や混合診療、民間保険の活用などについて、
議論を深めることが必要であるとされた。財政
制度等審議会では、保険免責制の導入について
取り上げたが、保険免責制は医療費が低いほ
ど、患者負担割合は高くなり受診抑制や保険料
支払いの低下にもつながっていく。限度額の引
き上げにより保険給付範囲を狭め、医療におけ
る格差を助長する恐れが大きいと反論したとこ
ろである。

保険免責制の大きな問題として、①いったん
導入されるとなし崩し的に限度額が上がる。②
費用がかかる医療も保険給付されなくなり、広
範囲で受診抑制が起こる。③医療費の半分を自
己負担ということに成りかねないので、あまり
医療機関にかからない若人の保険料不払い等、
公的保険からはなれていくといったことがあげ
られる。

保険免責制導入の主張には、民間医療保険診
療を拡大しようという意図がある。そういう意
味では混合診療解禁、株式会社の参入と同じ理
屈である。しかしそれでは、公的医療保険は崩
壊する。日医はこれまでその問題点をはっきり
と示してきた。今後も断固反対していき、厚労
省の文書等に記載自体もされることがないよう
強固に理論武装し行動していくつもりである。

（4）地域産業保健センター委託事業の税務
申告について（秋田県）

＜提案要旨（抜粋）＞
全ての地域産業保健センターを対象として、

「所轄税務署への申請が無くとも公益法人等の
収益事業としない」旨の日医からの対応を強く
要望する。
【今村聡常任理事回答】

地域産業保健センター事業推進の要素の一つ
として煩雑な事務作業の軽減であることは理解
している。事務作業の軽減については、健康相
談や個別訪問相談、産業保健指導に集中してい
ただくためにも大変重要な課題ということで厚
労省にも機会があるごとに働きかけを行ってい
るところである。今回提案いただいた税務申告
の手続きについては改めて法令遵守という観点
から税理士等の専門家を交えて検討させていた
だいた。その結果、地域産業保健センター事業
については、法人税法上の施行令第5 条第50
号の請負業に該当する。どうしても公益法人の
行う収益事業の範囲に該当する。そのため、所
管税務署への届け出の税務申告が必要となる。
実費弁償による事務処理の受託等の確認申請書
というものを提出すれば収益事業にならないと
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いう法人税の基本通達があり、どうしても手続
きが必要になってくる。他の委託事業も同様で
あり、日医の女性医師バンクがその一例であ
る。全ての地域産業保健センターを対象とし
て、所管税務署への申請がなくとも公益法人等
の収益事業としないという対応については、現
状極めて困難であるが、必要な情報提供はさせ
ていただきたいのでご理解頂きたい。

（5）①高齢者医療制度の医療費の9割公費負
担について（兵庫県）

＜提案要旨（抜粋）＞
9割が公費負担となると、国のコントロール

が極めて容易になる（総枠規制・キャップな
ど）。今回の主治医制や日医が進めようとして
いる「総合診療医」の認定制度と相まって、人
頭割・定額払いなど、簡単に導入されることに
なるがいかがか。
【中川常任理事回答】

これまで日医はグランドデザイン2007総論
の中で、高齢者医療制度のあり方について述べ
てきた。更に、今年5月に高齢者のための要検
討として再度取りまとめを行った。これについ
て与党は、後期高齢者医療制度の見直しに向け
て日医案を説明する機会を与える等、日医案が
具体案の一つとして高い関心と評価をいただい
ている。我々の主張の柱は4つで、①75歳以
上を手厚くすること、②75歳までと同じ医療
を提供すること、③医療費の9割を公費として
国が負担すること、④高齢者保険料と一部負担
を合わせて1割にすることである。

今後日医が主張していくことは、①根底にあ
る医療費抑制策を転換させること（社会保障費
自然増に対する年2,200億円削減の反対）、②
総枠管理の糸口となる国による総合科医の認定
を断固阻止することである。また、日医は高齢
者について公費9割を主張しているが、この財
源は国庫や政管健保といった一般医療保険に投
入されている公費を充てることにする。その結
果、全体としての公費投入額は増加しない。し
たがって、高齢者医療制度の公費を9割にする

こととして新たな形で医療費抑制をするわけで
はない。むしろ、止めるべきは根本的な医療費
抑制策であると考えている。

また、高齢者に公費を集中させる大きな理由
として、現在、消費税は国の予算総則で年金、
高齢者医療、介護の国庫負担に充てるとされて
いる。一般医療保険に投入されている国庫負担
は消費税の受け皿ではない。社会保障国民会議
では、基礎年金給付を全額税方式という議論を
行った。これは、年金を保険ではなく保障とい
う理念の下で運営することにしている。その財
源として消費税という案も浮上している。年金
だけを先行させるのではなく、高齢者医療も同
じ土俵で議論すべきである。そのために医療に
おける消費税の受け皿である高齢者医療の国庫
負担を拡大していくということに意味があると
考える。

（5）②「医療特区」について（兵庫県）
＜提案要旨（抜粋）＞

厚労省・文科省・経産省に内閣府が加わって
最先端の再生医療・バイオ医薬品・医療機器の
開発が「先端医療開発」という形で進められて
いる。

今回の「スーパー特区」構想には、大学・研
究者・企業などの複合体が中心となって行われ
るが、安全性・倫理性がどう担保されるのか見
えてこない。加えて、先端医療の患者負担の軽
減のための高度医療評価制度（混合診療）の適
用拡大を決めている。

今後、全国に混合診療と格差医療・市場原理
の導入などが進められていくが、日医の対応を
お尋ねする。
【内田常任理事回答】

「スーパー特区」における具体的な問題点と
して、今年4月に導入された高度医療評価制度
で、保険診療や薬事法等の承認を受けていない
医薬品、医療機器の使用に伴う漸進的な医療技
術を利用することがあげられる

これは、平成18年6月の医療改正の際に参議
院の付帯決議で新たな保険外併用療養費制度に
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おいて医療における安全性・有効性が十分確保
されるよう対処すると共に保険給付外の範囲で
は助成金で無制限に拡大されないよう適切な配
慮をすることとしており、大いに問題がある。

日医の主張は、医療のフリーアクセス、現物
給付、国民皆保険制度を堅持して、安全・安心
な医療提供体制を確保するということである。

高度医療評価制度は、いずれにも障害となる
ようなリスクを抱えるものと考えている。その
活用は例外的に行われるべきであり十分に監視
していく必要がある。また、アラブ首長国連邦
の企業ファンドが「スーパー特区」を誘致する
神戸市の病院に投資し、収益を図ると共に医師
を派遣して医療技術を習得するといった報道が
なされた。国内外の企業ファンドが特定の会社
等を通じて病院を経営した場合、営利企業によ
る病院経営の介入や支配、あるいは不当な利益
獲得につながる恐れがある。本来、患者（国
民）の地位、医学医療の発展に還元される利益
が企業や配当という形で投資家に流れるという
事態は容認できるものではない。

日医では、国民誰もが安心して、いつでも・
どこでも安全な医療を受けられる体制を今後と
も守っていくために「スーパー特区」も十分に
注視し、必要な場合には然るべき意見を強く申
し入れる立場を堅持したい。

（6）今、日医による「社会保障立国論」を
（京都府）

＜提案要旨（抜粋）＞
1）医療、介護など基本的に人的集約分野の

拡充による経済効果
2）特別会計も含めた連結決算による国家予

算の透明化
3）社会保障の拡充のための国民負担のあり方
などを中心とする「社会保障立国論」の策定

と展開を今後の日医の進むべき方向として確固
たるものにすることを提言する。
【竹嶋副会長回答】

現在、国による社会保障に対する明確な理念
が見えていない。医療・介護・福祉は国民の命

を支える基盤であり、雇用・年金は暮らしを支
える基盤である。さらに、社会保障の中の教育
は、国民が生き生きと働いていける能力を培っ
ていくものである。したがって、社会保障とは
ライフサイクルを通過して国民一人一人分け隔
てなく提供されるべき重要な社会共通の保障で
ある。これら視点の下に国は、国民の安全・安
心のために常に社会保障のあるべき姿を提示し
て、政策化していく必要がある。

ご存じのように日本国憲法第25条では、すべ
ての国民は健康で文化的な最低限の生活を営む
権利を有するとしている。国は全ての生活部面
について社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向
上及び増進に努めなければならないとしている。

憲法にある最低限の生活とは、時代の要請を
経て進化していくものと思われる。医療におい
ても医師の不足や偏在、療養病床の削減による
不安、分娩実施施設の閉鎖等、地域間格差が大
きな問題となっている。制度改革の名の下にこ
れまで繰り返されてきた医療費も患者負担の増
大など、医療へのアクセスポイントを確実に減
らしている。社会保障が進化するどころか後退
しているのが現実である。

日医は国の政策の方向転換をする提言を行う
べきである。提言の中には、国家予算の透明化
があったが、日医総研の研究を基に、特別会計
や独立行政法人の収支の見直しを日医として継
続的にロビー活動を通して訴え続けてきた。

先般、閣議決定された基本方針2008におい
ては、特別会計の見直しをはじめ、国家予算に
おける徹底的な無駄の排除が盛り込まれてい
る。社会保障における負担のあり方について
も、事業主負担も引き上げる。各種公的保険料
も保険料の平準化および調整、見直し等を提案
している。

今後も新しい提言等を含めて主張していきた
い。しかしながら、我が国における社会保障論は
給付と負担という財源論に偏っている。規制改
革会議などは、理論を称して常に捉えているが、
我々は消費ではなく投資であるという考えで社会
保障の再生化で国を活性化していく。国家の財
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産は、国民の健康である。その上にたって、社会
共通資本としての医療・介護・教育のバランス
を図りつつ、これに投下する戦略的懸念を行う。
積極的なアクションを起こしていく必要がある。
今後は医療を含めた社会保障全般に亘る我が国
のあり方、目指す方向について提言し、新たな国
づくりに全力で取り組んでいきたい。

（7）タバコ対策委員会の設置について
（愛媛県）

＜提案要旨（抜粋）＞
日医は2003 年に禁煙日医宣言をしたが、7

項目の宣言事項について推進する部局がないた
め、動きがない感がある。冊子やアンケート調
査等の対内活動も評価するが、厚労省・政府へ
の働きかけやWHO発の禁煙に関する条約の会
員への周知等、多くの対外活動が必要である。

タバコは毒物、喫煙習慣は病気という立場か
ら、タバコ対策を進める部局の設立を望む。
【内田常任理事回答】

日医でも様々な取り組みを行っている。現在
は会内の公衆衛生委員会においてタバコ対策に
関する事項を検討しており、前禁煙委員会の委
員3名がメンバーとして在籍している。タバコ
に害があるということは国民に浸透してきてい
る。今後どのような施策をするかということを
公衆衛生委員会で検討しており、特にこどもの
タバコ対策を中心に検討している。

＜愛媛県医師会：大橋＞
禁煙宣言が死文化している。追加や見直しを

望む。

（8）レセプトオンライン化について（岡山県）
＜提案要旨（抜粋）＞

社会保険診療報酬支払基金は、平成23年度
原則完全オンライン化の工程を確固たるものに
するため、下記について述べている。

1）所要のIT投資を行っていく
→半ば強制的にIT化する事に法的な問

題や個人情報などに問題はないか。

2）オンライン化が着実に進めば、請求支払
義務の効率化に見合った要員効果が見込ま
れる

→小規模医療機関では、こうした投資が
出来ず、診療所を維持できない所もあるの
ではないか。

3）平成23年度までに▲500人の定員を削減
していく

→標準化は医療の規格化であると考える
（337のチェック項目、14,000の根拠に基
づく算定ルールが組み込まれている）。

4）原審査充実の指標となる「原審査見落と
し率」を半減し、約10％とすることを目
指す

→医療、介護、調剤などとの突合、縦覧
が容易で極めて大きな影響が出ると考える。

【藤原常任理事回答】
1）請求方法は、健康保険法の省令で定めら

れているので、一応法令に則っている。個
人情報問題については基金法があり、担保
されている。保険者側にも健康保険法や国
民健康保険法等で担保されている。大量の
情報運営にあたり、セキュリティが心配さ
れるが、通信ネットワークは銀行のオンラ
インバンキングより数段上のセキュリティ
なので心配ないと思う。医療機関や医師法
での守秘義務の問題は、医療機関のセキュ
リティに対する意識付けをこれまで通り行
う必要がある。レセコンがオンライン化す
ることにより外部からの侵入が予測される
が、それは高度な犯罪で実際の犯罪量が少
ないと伺っている。情報漏洩の多い原因で
ある医療機関がきちんと鍵を掛けておくこ
とやノートPCの置き忘れ等に注意するこ
とが重要である。

2）日医では平成21年度概算要求に対して次
の要望を行うこととしている（歯科医師会
と薬剤師会とも連携）。①オンライン請求
の義務化阻止（手上げでの実施）、②レセ
プト電算の活用、③少数概況の要件緩和

（年間平均請求件数が1,200 件から3,600
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件へ。平成23年4月1日から2年間の範囲
内で別に定める延長。）、④財源措置（今回
の予算で166億円の要望）、⑤代行請求の
仕組み（診療所は従来通りの請求、手数料
が安くなるようコスト削減策を考慮）。

また、レセプトオンライン請求義務化に
関するアンケート調査結果より、比較的高
齢な医師が地域医療を断念すれば、医師不
足・偏在問題が更に悪化しかねないという
観点から、これらを踏まえて対処していき
たい。

3）日医としても掌理については、政府の薬
理作用に基づいた審査の仕組みをすべく努
力している。

4）基金の審査は厳格に行われており、それ
を踏まえて行動していきたい。

＜宮城県医師会：嘉数＞
レセプトオンライン請求義務化に関するアン

ケート調査結果では、42,130件の回答を得た。
その中に36,011名もの医師がレセプトオンラ
イン請求を義務化することによる廃院や保険診
療を止めるといった回答が寄せられた。58％
のアンケート結果から換算すると、6,000 ～
7,000の医療機関が診療を止めることになる。
これが省令化されて法的に問題がないというの
は如何なものか。この時限に間に合わない方、
止める方を含めて、支払の拒否や延期をするこ
とは意地悪だ。現に会員が我々のところへ直に
訴えてきている。アンケート調査を行いそうい
う結果が表れているので、日医は今後の対応等
について真剣に考えていただきたい。

（9）特定健診・特定保健指導について
（大阪府）

＜提案要旨（抜粋）＞
①特定健診の集合契約は、厚労省がモデル案
（第11条）を示しているが、あまりにも実
施機関の責任が大きくなっている。保険者
と集合契約の際、11 条の変更を主張した
が、国がモデル案を示していることから、

都道府県段階で変更できないと主張してい
る。日医が厚労省に対し、モデル案の改善
を強く働きかけてほしい。また、特定保健
指導についても集合契約を締結すべく医療
保険者と協議中であるが、指導中の事故が
大きな問題となってくるので、厚労省との
協議結果を速やかに通知してほしい。

②日医は事業を円滑に推進するためにも厚労
省をはじめ健保連・支払基金・国保中央会
などと詳細に問題点を詰め、都道府県医師
会に具体的実施方法（方針）を通知してほ
しい。

【内田常任理事回答】
①標準的な契約書の雛形の過程にあたって

は、公正取引委員会への確認に加えて、厚
労省のワーキンググループで整理されたも
のである。雛形の第11条「事故及び損害
の責任」とあるが、市町村や保険者の過去
の健診に関する契約書を基に保険者実施機
関のいずれかに負担を抱え合わせることは
適当ではないという公正な取引の観点に基
づき、受託する実施機関や医師会等を取り
まとめる団体が独占禁止法に抵触しないよ
うに公正取引委員会と相談しながら取りま
とめられたものである。故意又は重過失が
ない場合は、協議によるケースバイケース
で判断するというのが趣旨となっている。

現在、特定健診・特定保健指導の契約状
況について、都道府県医師会・郡市区医師
会に調査をしており、その際に契約書の写
しを添付するようお願いしている。これを
基に日医総研で特定健診・特定保健指導の
実施における標準的委託業務契約の法的問
題点に関する調査・研究を行っている。早
急な回答は難しいが、調査結果を踏まえて
対応したい。

②初年度ということもあり、多少の混乱を招
いていることは事実である。現在、厚生労
働省、支払基金、国庫中央会等と緊密に連
絡を取り合って対応を進めているところで
ある。
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（10）女性医師登用推進について（福岡県）
＜提案要旨（抜粋）＞

日医として、地域医師会、地区医師会におけ
る女性医師の登用について、その推進に力を尽
くすべきだと思うが如何かお伺いしたい。
【今村定臣常任理事回答】

男女を問わずに人材が登用されることは非常
に重要であると認識している。平成17年12月
に閣議決定されている男女共同参画基本計画に
おいては、2020年までに指導的地位に女性の
占める割合を30％になるよう奨励されている。
今回の役員構成についても例外ではない。今後
積極的に全国から意欲ある女性に加わっていた
だくことを望んでいる。日医の今年度の事業計
画では、会内委員会に女性医師の積極的登用を
盛り込んでいる。会内委員会のブロック推薦に
は、女性医師の登用推進依頼文書を出したとこ
ろである。より具体的方策としては、本年4月、
全地域医師会の女性役員を対象に会内委員会の
女性会員登用のための調査を実施した。調査結
果は、7月1日現在、女性医師が在籍する委員
会の割合は、平成18年度で33.3％であったの
に対し、現在では56.5％へと半数以上になっ
ている。全員数に占める女性医師委員の割合も
6％から8.2％へと増加している。少しずつで
はあるが着実に取り組みの成果が現れている。
今後も更に実効ある施策を検討していきたい。

（11）医療費抑制政策の方向転換への対応に
ついて（山口県）

＜提案要旨（抜粋）＞
25年間も続いた「医療費亡国論」は、当時

から25年を経た現在の医療状況とは一致しな
い点が多い。「医療費亡国論」の呪縛を断ち切
って、これを封印するためにも、ぜひ、日医か
らこれと対極する「医療費興国論」のような論
文を発表していただきたい。できることなら、
それを社会保険旬報に掲載したらいかがか。
【中川常任理事回答】

残念ながら閣議決定された基本方針2008で
は、昨年同様、数値の記載はないが社会保障費

の自然増に対する年2,200億円の削減が撤回さ
れなかった。次の課題は、来年度予算のシーリ
ングで2,200億円を削減させないことである。
このため、ロビー活動に加えて、本日、朝日新
聞と日本経済新聞に意見広告を掲載した。内容
は、国民と共に社会保障費の年2,200億円削減
に反対するというものである。来週24日には
地域医療崩壊阻止のための総決起大会を開催す
る。政府は地域医療崩壊の事実を認識してい
る。「医療費亡国論」の呪縛から脱却すること
は日医も同感である。当時の大蔵省厚生官僚の
文章や言動がその後の我が国の医療政策に強い
影響を与えた。現在でもその傾向は変わらな
い。日医としても短期的アクションに加えて、
中・長期的な戦略をとらなければならない。行
動計画として、①グランドデザインの進化（あ
るべき医療、必要な医療費の提示）、②国が方
針転換をせざるを得ない状況をつくること（地
域においても強力なロビー活動および地域住民
への働きかけ）をあげている。日医もグランド
デザインを国民に語りかけ、患者を決して見過
ごすことが出来ないような世論形成を行ってい
きたい。また、マスコミ・メディアの力を利用
する。更に、信頼性の高い専門誌に執筆するな
ど、社会保障に関する提言者としての力を持ち
続けて行きたい。一方で、TVCMや新聞の意
見広告などの対外広報活動に効果をあげるため
に、先月、広告代理店が実施した一般国民の日
医に対する意識調査では、幸い2年前に比べ、
日医の国民安全への役立度が11％から23％へ
と日医の信頼度が住民から急上昇している事が
分かっている。国、特に官僚は医療費抑制の呪
縛に囚われている。これを解き放つにはかなり
時間がかかるが、日医は決してあきらめず、国
民医療に取り組んでいる所存である。

（12）“総合診療医”日医認定制度について
（埼玉県）

＜提案要旨（抜粋）＞
日医が認定医制度を創設するかについて、専

門医との関係、日医生涯教育制度の関係を併せ
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慎重に行うべきと考えるが如何か。
【飯沼常任理事回答】

厚労省が認定を行った場合には、それこそ、
フリーアクセスの制限、人頭割、定額払い、総
枠規制に結びつく可能性が強い。本制度創設の
目的は、国民から見える形での医療の質の担保
であり、これにより、国民が安心して受診でき
るということである。こうした国民からの要請
に応えるためにも、日本医師会が学術専門団体
として制度化することが求められていると考え
ている。また、日医が関連3学会と協力し、こ
れまでの生涯教育制度のバージョンアップを
し、国に先駆けて認定制度を主導的に創設する
ことこそが、フリーアクセスの制限、人頭割、
定額払い、総枠規制と結びつかない唯一の方策
であると考えている。認定制度の創設やネーミ
ングについては、役員打合せ会を頻回に開催し
鋭意検討中である。これまでにいただいた意見
を踏まえ、都道府県医師会に対し、日医の方針
を示した上で、ネーミングを含め、再度アンケ
ート調査を実施することも検討中である。

（13）緊急医師確保対策について（鹿児島県）
＜提案要旨（抜粋）＞

鹿児島県医師会では、行政・大学と緊急医師
確保対策連絡協議会を立ち上げ、医師修学資金
の貸与、ドクターバンクの運営、在宅女性医師
への支援、初期臨床研修病院合同説明会などを
計画、実施しているが、他の都道府県医師会で
はどのような緊急医師確保対策が行われている
かお伺いしたい。
【内田常任理事回答】

日医においても女性医師バンクの運営、臨床
研修制度の見直し・提言、総合診療医制度ある
いは新救命制度や無過失補償制度、診療報酬改
定や国庫補助要望活動といった中で、特に医師
偏在・不足の根本源である国の医療費抑制策の
展開のために社会保障費自然増の2,200億円の
機械的抑制の廃止を積極的に働きかけるといっ
た活動を展開しているところである。

また、今年度早期に都道府県医師会、大学、

学会等を対象に医師偏在・不足の現状と必要
数、地域での様々な取り組み等について調査を
行う予定にしている。この中で、地域の現状を
把握し、将来的な必要性を推計した上で今後の
政策に反映させていきたいと考えている。

内田常任理事回答後、北海道医師会および愛
知県医師会より、緊急臨時的医師派遣事業およ
び医師確保に関する取り組みについて説明があ
った。

（14）集団的個別指導について（北海道）
＜提案要旨（抜粋）＞

北海道医師会では、「北海道方式の集団的個
別指導」を実施し、実効を上げている。

「指導大綱」では、効率的・効果的な指導が
実施できるような文言が盛り込まれるべきであ
る。また、本年10月に社会保険事務局が地方
厚生局に移管されても、各地域の特性・実状を
考慮した指導が実施されるよう日医から厚労省
に強く働きかけていただきたい。
【藤原常任理事回答】

集団的個別指導は都道府県の自主性に委ねる
ものとしており、取り扱いは都道府県毎に異な
っているのが実状である。本年10月に社会保
険事務局が地方厚生局に移管されるが、指導の
あり方については従来どおりにするよう強く念
押ししているところである。しかし、「指導大
綱」の見直しはきわめて危険な要素を含んでい
ると考えている。それは、今回の地方厚生局へ
の移管において、社会保険庁解体を口実に指
導・監査体制の強化を図りたいと示しているか
らである。まず、地域医師会との関係を薄くさ
せたいという声がかなりあるのではないかと思
う。日医としては、見直しを求めれば、それな
りに指導・監査体制が強化されると予測される
ので注視していきたいが、現場の声が大きく上
がってくるのであれば、これはやぶさかではな
いと考えている。
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（15）5分間ルールの廃止について（長崎県）
＜提案要旨（抜粋）＞

診療時間要件の設定は、現場を理解されての
こととは言い難いので撤廃していただくよう厚
労省等との折衝を要望する。
【藤原常任理事回答】

5分という時間要件については、中医協で変
えられたことであり、今後、中医協の中で調
査・検証・修正を行っていくものでもある。も
ちろん日医でもレセプト調査で現状を外すべく
調査中である。しかし、4月以降、会員から5
分要件について厳しい声をいただいている。こ
れを受け、日医として厚労省が提出した資料で
ある内科診療所の患者1人あたり平均診療時間
の分布について、診療時間を診察時間と置き換
えるなど、時間の根拠が極めて曖昧な形で導入
されたのではないかと指摘し、これは検証以前
で、見直しを主張したところである。また、5
分要件の根拠として厚労省の示した資料そのも
のに疑念があると調査対象となった県医師会か
ら指摘を受け、事実関係を中医協で問いただし
た。その内容は、厚労省の実施した時間外診療
に関する実態調査のデータが有用されたのでは
ないかというものである。つまり、医療機関へ
の文書が厚労省のものと調査を実施したみずほ
総研の2種類があり、厚労省の文書では、今後
の診療報酬改定の検討資料とすることを目的と
しているのに対し、みずほ総研の文書では今後
の時間外の診療体制のあり方を検討するための
基礎資料とすることを目的とすると記載されて
いるなど、かなり目的が異なる。中医協での5
分要件の早期見直しについては議論が進んでい
ない。日医としては引き続き中医協に対し、早
期改定を求めていく。

（16）「地方厚生（支）局に設置する地方社
会保険医療協議会」について（千葉県）

＜提案要旨（抜粋）＞
①厚労省から日医に詳細が報告されたのが6

月20日である。7月上旬までにブロックの
医師代表委員を選出せよとのことである

が、関東信越厚生局管内には10都県が存
在する。物理的に無理があると思うが日医
の見解を伺いたい。

②千葉県医師会では、20 年以上前より「保
険医講習会」という名称で「集団的個別指
導」を行ってきたところである。今後もこ
のような良いシステムを変えたくないが日
医の見解を伺いたい。

③全都道府県が関与できるシステムに何故固
執しなかったのか。当日の日医の回答で
は、日医にはそれだけの力が無いと回答さ
れたが、その回答には不満が残る。日医の
正式見解を再度伺いたい。

【藤原常任理事回答】
7月上旬までの代表委員の選出は、物理的に

不可能であると認識している。非常識この上な
いと抗議したところである。しかし、都道府県
医師会や各ブロックでの調整が必要であること
から、各都道府県の保険担当理事に集まってい
ただき厚労省から説明をさせた。

日医としては厚労省の相談の中で、ブロック
単位であることで委員のいない都道府県の意向
がしっかり反映されないことから、臨時議員の
参加および議決権を実現させた経緯がある。

今回のスケジュールは承諾できるものではな
いが、厚労省より1 ヵ月後の7 月20 日締め切
りという提案があった。今回、厚労省の言及に
注意しつつも各ブロックで窓口となる医師会を
日医に連絡する締め切りを7月20日とさせて
いただきたい。できるだけ早い対応をお願いす
るしかない。

（17）「地域医療崩壊阻止のための国民運動」
について（日医）

羽生田常任理事より、来る 7 月 24 日（木）
午後3時より、笹川記念会館国際ホールにおい
て行われる「地域医療崩壊阻止のための国民運
動」への参加呼びかけがあった。

（18）公益法人制度改革について（日医）
羽生田常任理事より、標記の件について説明
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があった。
5月に担当理事連絡会を行った際に当時の審

議官の講演の最後に、一般社団法人から公益社
団法人に移るという2段階方式があるという説
明があった。日医としては公益社団法人として
準備を進めているのは事実であるが、5年とい
う年月や高いハードルを如何にクリアするかと
いう問題を対応していく場合を考慮すると、2
段階方式も踏まえて検討を行っていくことも考
えられる。

【奈良県医師会：大澤】
公益にするメリットの明確化および日医の事

業で事業比率50％がクリアできるという試算
はされているのか。
【羽生田常任理事】

医賠責は50％の公益比率には絶対届かない。
その点をクリアする方法を練っているところ
で、公益事業と認められるための努力は引き続
き行う。また、年金についても模索していると
ころであるが、公益法人の申請までに決定しな
ければならないので、別立てで模索していると
ころである。現在ある全ての事業が必ずしも公

益事業比率を50％クリアしていない。認めら
れる努力と認められないときの対応を検討して
いる。更には、医師会立の病院や検査センター
が多いので、これは内閣府の委員会が実際現場
を見に行き、どの程度の公益事業をしているの
かを視察している。公益事業として認められる
公算は高いと考えられる。
【福岡県医師会：横倉】

一般社団法人になった場合の現行の課税も試
算してほしい。
【今村聡常任理事】

少なくとも医師会病院や検査センター、訪問
看護ステーション、その他の地区医師会が行っ
ている源流については、昨年度の税制改正要綱
において、今非課税になっているものはそのま
ま一定の要件を満たせば非課税になるというこ
とを謳っている。詳細の条件については、全て
の医師会がクリアできるような要件ということ
で財務省と厚生労働省の間で話し合われている。

羽生田常任理事より閉会の辞があり、会は閉
じた。
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去る7 月2 日（水）、日本医師会3 階小講堂
において標記連絡協議会議が行われたので以下
のとおり報告する。

挨　拶
○日本医師会　宝住副会長
本日はお忙しいなかご出席いただき感謝申し

上げる。御存知のように年金問題から端を発し
た社会保険庁の解体に伴い、地方医療協議会の
取扱いについては従来、各都道府県の社会保険
事務局が管轄であったが、平成20年10月より
全国を8箇所のブロックに分けた地方厚生局が
管轄することになっている。これに伴って地方
社会保険医療協議会の総会も地方厚労省政局に
設置されることになる。地医協は中医協と相対
するもので20名の委員からなり、支払側7名、
診療側7名、公益6名の構成となっており、更
に診療側7名のうち、5名が医師会代表となっ

ている。今回、地医協が地方厚生局のブロック
単位となることで、厚労省より新たに医科代表
委員となる先生方のご選出依頼があったところ
である。本件の概要については1月22日（火）
に開催された都道府県医師会長会議にて御報告
申し上げているが、今般都道府県医師会の社会
保険担当理事の先生方に対しても、その内容に
ついて厚労省より説明いただく機会を設けさせ
ていただいた。忌憚のない活発なご協議をお願
いしたい。

○厚生労働省　野呂課長
本日は急遽お集まりいただき大変恐縮であ

る。本日は地方社会保険医療協議会委員の選出
についてご説明申し上げる。

この度、社会保険庁の解体に伴い、地方の社
会保険事務局が無くなることから、これまでの
指導監査業務を地方厚生局で行うことになっ

都道府県医師会社会保険担当理事連絡協議会

理事　平安　明
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た。ご存知のとおり、社会保険庁が取り扱って
いるのものは年金の問題と医療保険の問題であ
るが、医療保険のなかでも保険者として政管健
保の運営する部分と、保険医療機関の指定や指
導監査等を行う行政指導の部分があり、全体と
しては3つに分かれている。そのうちの行政指
導に係る部分について、この10月から地方厚
生局に移管するものである。地方厚生局そのも
のは全国に8箇所しかなく、そのなかに設置さ
れる地方社会医療協議会も8つで構成すること
が決められている。今回より医科代表である5
名の委員については、各ブロックに属する都道
府県の中から、それぞれ1名の委員をご選出い
ただく形となるが、できるだけ不公平感のない
ようにご選出いただくようお願いしたい。もち
ろんブロックに所属する県の数は、北海道のよ
うに1つしかないところから、関東のように非
常にたくさんの県が所属しているブロックと
様々であるが、その中でできるだけ満遍なくで
きる形で選んでいただきたい。また総会という

本体部分とは別に、都道府県毎に部会を設置
し、従来の保険医療機関の指定等については部
会で審議を行うことを考えている。スムーズに
業務を行うためにも10月から協議会を発足さ
せなければいけないので、各ブロックのなかで
協議会の5名の医科代表委員の先生方について
ご検討いただき、出来るだけ早くお知らせいた
だけるよう御協力をお願いしたい。

資料説明
厚労省医療指導監査室の田中課長補佐より資

料に基づき説明が行われた。
※詳細については資料1～4を参照。

・総会について
現行と平成20年10月以降の異なる部分は、

全国47箇所に設置されていたものが厚生（支）
局8箇所に設置となることだけである。その他
委員数、委員構成、審議事項については従来ど
おりである。

資料1-1 資料1-2
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・部会について
現行と平成20年10月以降の異なる部分は、

委員数にバラつきがあったものを8名に統一し
た。また委員構成が「本委員」だけで構成され
ていたが、今回より「本委員及び臨時委員」の
構成となった。

部会の委員は総会の委員となるが、総会は各
ブロックから5名の委員の選出となるため、ブ
ロックに属している県が6県ある場合には、1
県の部会委員は臨時委員となる。
・臨時委員について

総会で自身の都道府県の案件審議がある場合
には臨時委員が出席し、審議に参加することに
なるが、審議の公平性を保つため、診療側だけ
でなく支払側、公益の委員についても併せて出
席する。

・診療側（医師）委員構成について
診療側（医師）委員構成につい

ては「案」ではなく、あくまでも
「例」であることにご留意いただ
きたい。ちなみに保険医療機関の
数が多いところから本委員として
当てはめている。
・委員候補者を回答する都道府県
の選出について
今回、地方厚生（支）局のブロ

ック単位に、候補者の御回答を頂
く都道府県医師会を決めていただ
くが、必ずしも地方厚生（支）局
のある都道府県に限定してはいな
い。例えば各ブロックで年度ごと
に当番県をきめて活動していると
聞いているので、その幹事県が担
当するのも勿論よいと思うが、厚
生（支）局との調整を行う際の利
便性を考えた上で、その所在地と
している。
・総会の本委員の選出について

総会の本委員5名を選出すると
きに、北海道は1 県であるため、
例外的に1県から5名の選出とな

る。同じく四国についても4県のうち、1県か
ら2名の委員が選出されることになる。

但し、部会委員1名であるため、北海道では
本委員ではあるが部会委員ではない先生方が4
名、四国では本委員ではあるが部会委員ではな
い先生方が1名出てくることになる。
・候補者の選出について

候補者の選出については7月20日頃を目処
に御報告いただきたい。

・御留意をお願いしたい事項について
本委員の選任状況等によっては、ご報告いた

だいた候補者の任命について調整する場合があ
る。審議上で公平性を保つために、同一の県か
ら診療側、支払側の委員がセットで選出される
ことが理想と考えているためである。

資料1-3

資料1-4
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なお、診療側、支払側の委員が同一の県から
選出できない場合は、部会委員では無い本委員
を選出し、バランスを取ることを考えている。

質疑応答
Q1．委員の任期は何年か。また現在の地医協

委員については70歳以上は就任できない
が、今回も年齢制限があるのか。

Q2．本委員と臨時委員の役割分担はどのよう
になっているのか。

Q3．診療側と支払側、それぞれ同一の県から
本委員になることが望ましいとのことで
あるが、同一でない場合は、選出につい
て再調整となるのか。

（厚生労働省）
A1．任期について2年となる。但し10月の任

命については一斉改選をさける為、半数
の委員については任期が1年となる。よっ
て今回のみ任期1年と2年の委員となる。

A2．役割分担については資料1 の総会・部会
の【審議事項】をご確認いただきたい。

A3．診療側、支払側ともに同一の県から就任い
ただくことが理想であるので、調整を行う
ことになる。但し同一の県より選出が難し

資料3-1

資料4資料2
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い場合には、部会委員ではない本委員の
選出等により調整を行う予定である。

Q4．本委員を選出するときには支払側を意識
せず選出してよいか。

Q5．任期が1年の委員、2年の委員が出てくる
が、その選別はどのように行うのか。

（厚生労働省）
A4．委員の選出については診療側選出の後に

支払側の選出となるので、委員の選出に
ついては特に意識しなくても良いと思う。

A5．現在の地方医療協議会委員に就任されて
いる先生が9月に辞任されて、10月に再
度委員として就任される場合もあると考
える。その場合にはこれまでの委員就任
年数、残任期間等を考慮して、新しい委
員になられた際の任期（1年・2年）につ
いて考慮して決めたい。

Q6．医師会の役員が委員として選出されるこ
とになると思うが、役員改選等により委
員を途中交代となった場合は、同一の県
より代わりの委員を選出するのか。別の
県からの選出でもよいのか。

（厚生労働省）
A6．委員の途中交代については特に問題はな

い。後任委員の任期は、前任委員の残任
期間となる。また委員の途中交代により
別の県より委員を選出した場合、本委員
は部会委員を兼任することになっている
為、その県には医科代表の部会委員がい
ないことになり、バランスが崩れ不都合
が生じる。役員改選等により委員が途中
交代になった場合は後任の役員の方が就
任する方が良いと考える。

Q7．今回、厚生（支）局の所在地である県が
担当窓口となる案が提案されているが、
このまま窓口担当県となるのか。

Q8．委員就任後に70歳になる場合において、

委員の委嘱は可能か。
（厚生労働省）
A7．担当県については今回の「委員選出報告」

についてのみと考えている。
A8．委員就任時に69歳以下であれば、特に問

題は無い。

Q9．本委員、臨時委員を各県によって決める
のではなく、各県より本委員を1 名ずつ
選出してはどうか。日医は厚労省からの
提案をそのまま受け入れたのか。このま
ま決めるのではなく、持ち帰って再検討
してみてはいかがか。

（厚生労働省）
A9．法律により地方社会保険医療協議会を厚

生局単位で置くことや支払側7 名、診療
側7 名、公益6 名とする委員定数につい
ては既に決められている。ただ、それぞ
れの県の意見を吸い上げるために臨時委
員となっている県からの案件がある場合
には、臨時委員が総会へ出席いただき、
意見を述べることや議決権を行使できる
ようになっているので、御理解いただき
たい。

（日本医師会）
A9．委員の定数問題については日医でも問題に

している。北海道、四国ブロックからの
委員選出と、その他のブロックからの委
員選出については差があると感じ、何と
か調整を試みたが、中医協の問題と同様、
我々の手の届かないところで決められ国
から強制的に持ってこられたものである。
社会保険庁が解体し変わっていく中で、
業務運営が円滑にいくよう我々もやむな
く了承したところであるので、その辺のと
ころをどうか御理解いただきたい。

Q10．臨時委員は年に2回開催される協議会総
会に参加できるわけだが、例えば「病院
の株式問題」等、重要な案件が発生した
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場合に、これまでは各県の医療協議会で
すぐに協議されたものがすぐに出来ない
となると大きな問題だと思われる。この
制度についてもう一度検討していただけ
ないか。

（厚生労働省）
A10．確かに総会は6ヶ月に1度開催しなけれ

ばならないと決められており、最低でも
年間2 回は開催されるわけだが、重要な
案件が発生し総会で協議する必要がある
場合には、その都度総会を開催すること
ができる。また当該県の臨時委員はもち
ろん出席し発言することができる。

Q11．これまでは部会と総会が一県で行われる
ので分かり易かった。今回各県から集ま
って審議を行うわけだが、実質的な審議
ができるのか。形式的、形骸的なものに
ならないか心配なところである。

Q12．臨時委員を選出した県については、自分
の県の案件が無い場合には総会に出席し
ないわけだが、総会で協議された内容に
ついては情報提供がされるのか。できれ
ば事例等を紹介して会員へ注意喚起を行
うことを考えているが。

（厚生労働省）
A12．各都道府県には各地方厚生局事務所（支

所）が設置され、総会で協議された内容
については情報提供がされることになる
が、総会で協議される事項については医
療機関の処分案件等が含まれるため、全
てがオープンに提供できるとは考えてい
ない。

Q13．集団的個別指導の要件はレセプト1件当
たりの点数が高額である医療機関上位
8 ％、一般個別指導は集団的個別指導終
了2 ヵ年後において高点数が見受けられ
る医療機関上位4 ％となっており、本県
では300件程度が対象となっている。大
阪府や社会保険事務局との間では、高点

数が必ずしも悪ではないと話し合ってい
るが、10月からの組織変更により、近畿
厚生局より全国的な基準で審査を行って
もらいたいとの強い要望がある。現在、
本県では保険指導講習会を実施し、医療
機関を集め社保事務局と同等のレベルで
指導を行い、会員へ対し注意喚起を行っ
ているが、指導大綱のなかに集団指導を
医師会が行えるよう盛り込むことができ
ないか、もしくは各県とも様々な事情が
あると思うので、従前どおりの個別指導
を盛り込むことができないか。

（日本医師会）
A13．厚労省は指導大綱に沿って指導を行うと

いっているが、これまでも各県によって
多少なりにバラつきがあったと思う。10
月以降の組織再編後の指導については各
ブロック毎に厚生局との交渉を行ってい
ただきたい。先生方の情熱にかかってい
ると思う。これを文面に明記しようとす
ると支払側、公益のそれぞれの立場があ
るので難しくなるのではないか。また指
導大綱の見直しを求めることについては、
実際に検討された場合、更に厳しい内容
となることが目に見えているので、しば
らくの間様子をみたいと思う。

Q14．各ブロック毎に協議するようにといわれ
ても、非常に困る。

日医のスタンスをはっきり示していた
だきたい。そうすれば我々もそれに従っ
て取り組むことができるが、今回のよう
に日医の考え方・態度が分からないと、
我々としても動くことができない。

（日本医師会）
A14．日医の考え、スタンスについてはこれか

らもしっかり述べていきたいと考えてい
る。しかしながら、常にそれが可能であ
るとは限らない。その場その場の状況、
立場というものがあることを御理解いた
だきたい。
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印象記

理事　平安　明

平成20年7月2日上記連絡協議会が日本医師会館で開催された。
社会保険庁が年金問題に端を発する不祥事等で今年9月をもって解体することとなり、10

月以降は保険医療機関の指導監督等は地方厚生局が担うこととなる。現在、地方社会保険事
務局の下にある地方社会保険医療協議会（地医協）が、新たに地方厚生局の下に置かれるこ
とになるため、その説明と協議会委員の選出のお願いを主な目的とした会議であった。

地医協には総会と部会があり、総会の審議事項は、保険医療機関等の指定や指定の取り消
し、保険医等の登録の取消の審議、そして部会は保険医療機関等の指定の審議を行っており、
どちらも重要な案件が審議されている。現行は地方社会保険事務局に設置されているので、
各都道府県に総会と部会が設けられている。今年10月からは、部会は地方厚生局都道府県事
務所（仮称）に設置されるので47か所で変わらないが、総会は全国に8か所の地方厚生局に
設置され、47か所が8か所に減ってしまうことになる。

社保庁の解体に伴ってのことで、減ることはやむを得ないのかもしれないが、全国8ブロ
ックの厚生局はそれぞれ所管する都府県の数にばらつきがあり、含まれる医療機関の数も
様々である。しかし、全てのブロックで総会の構成委員の数は統一されている（支払い側7
名、診療側7名、公益6名の計20名）。診療側委員の構成は全7名中、医科5名、歯科1名、
薬科1名となっており、医師会からは診療側の委員5名を選出するわけだが、北海道厚生局
と四国厚生支局以外のブロックでは、全ての都府県からは委員を出せないことになる。当県
が属する九州厚生局には8県が含まれ、5県から医師代表委員を選出し、3県からは臨時委員
として選出され、総会には審議事項（保険医療機関の取消し事案等）の当該県として係わる
以外は参加できないことになる。

このような大事なことが、簡単な連絡事項のように淡々と厚労省から説明されたため、質
疑応答では複数県の理事から不満の声があがった。保険医療機関の指定取り消し等審議され
る事項の重要さを考えれば当然であろう。日医の宝住副会長は「法律で決まってしまった。
反対できなかった。」と述べ、理解を求めたが、国に問題があってシステムが変わるにもかか
わらず、地方にとって不安を残すような改変はあまり気持ちのいいものではない。今後の医
療行政において、医療機関が不利益を被らないように、慎重に成り行きを見ていく必要があ
ると感じた。
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去る7月12日（土）・13日（日）の2日間
に亘り、熊本市医師会主催で熊本市全日空ホテ
ルニュースカイにおいて、679名が参加し、み
だし協議会が開催された。

12 日の第 1 日目は、施設長会、事務長会、
技師長会が行われた後、3 分科会が開催され、

「医師会病院部門」、「臨床検査センター・検診
部門」、「高齢社会事業部門」に分かれて、発
表・討論が行われた。

本会が参加した第2分科会の「臨床検査セン
ター・検診部門」では、4医師会より、主に今
年度4月より開始された特定健診・特定保健指
導への取り組みについて報告が行われたので、
概要について報告する。

第2分科会「臨床検査センター・検診部門」
1．会員支援を主目的とした医師会立検査セ
ンターの運営

北九州市小倉医師会の市吉裕二理事より、会
員支援を主目的とした医師会立検査センターの
運営について報告があった。

当センターの会員数はA会員363名、B会員
387名である。センターの運営理念「会員支援
を第一とし、精度管理とサービスを徹底し、で
きるだけ低い検査料で検体検査を提供する」に
基づき、①検査料の引き下げ②集配サービスの
充実③データ通信サービスの充実④臨床検査に
関する情報発信⑤特定健診への対応等取り組み
を行ってきた。

検査料は、平成20年4月に66％の引き下げ
を行い、特定健診への対応では、小倉医師会健
診センターとの連携により階層化や電子化デー
タ作成まで依頼できるシステム構築を行った。

また、検査料については、今後、収支のバラ
ンスをみながらさらに引き下げを考えており、
公益法人制度改革に向けては、①会員支援と公
益性の両立（公益性をアピールする）、②収支
のバランス（機器の購入等）を考えているとの
ことであった。

2．医師会における特定健診の実施方法につ
いて（依頼・報告・請求等について）

下関市医師会の時澤邦夫理事より、下関市医
師会における特定健診への取り組みの経緯及び
問題点について報告があった。

当医師会の特定健診への取り組みは、平成
19 年4 月より開始され、下関市国保担当者と
協議を行った。下関市国保特定健診は、①基本
健康診査の内容、手法を踏襲する形で行う。②
下関市医師会が下関市より受託し、会員医療機
関で実施する。③検体検査、検査成績及び請求
の電子化は下関市医師会病院臨床検査センター
が担当するとの基本方針を決定した。その後、
山口県医師会は県下統一の対応を目指して特定
健診への対応を模索したが、下関市は当初の方
針を堅持し、健診単価の設定（健診料は8,855
円）、生活機能評価の単価の設定を経て、健診
制度スタートの平成20年度を迎えるに至った
とのことであった。

3．特定健診・特定保健指導への取り組みに
ついて～共同利用施設としての支援～

佐賀県医師会の池田秀夫副会長より、特定健
診・特定保健指導への取り組みについて、医師
会共同利用施設として、会員への支援を中心に
その経緯と現状報告があった。

第40回九州地区医師会立共同利用施設
連絡協議会

理事　金城　忠雄
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佐賀県医師会では、特定健診・特定保健指導
を実施するためには、県内保険行政の足並みを
揃え、関係諸機関が団結する必要性から、県行
政をはじめとして積極的に話し合いを持った。
保険者協議会へも参画し、基本健康診査データ
や有所見者状況の分析を行い、特定健診7項目
の他に佐賀県保険者協議会の研究事業として3
項目（グリコヘモグロビンA1c・尿酸・クレア
チニン）を追加することにした。

また、佐賀県医師会は、特定健診・特定保健
指導の受診率を底上げするためには、集団方式
とともに、個別方式を充実させる必要があり、
これには会員の協力が不可欠として「電子デー
タによる請求」への対応を共同利用施設である
当センターが健診システム更新にあわせて対応
することにした。又、健診単価の見直しを行い
ながら、低料金を設定した。必修10項目で個
別健診料は 6,200 円、個人負担は 1,000 円と
し、医療機関へは3,800円を設定している。

現在、個別方式においては、佐賀県内全市町
国保の保険者代表の佐賀市と郡市医師会管下の
会員代表の佐賀県医師会が集団契約を締結し、
佐賀県内の広域化を図り、再委託率は98.6％
である。又、生活機能評価に関しても特定健診
と同時実施を可能にした。なお、被用者に関し
ては、現在も調整中とのことであった。

4．当健診センターにおける特定健診・特定
保健指導への包括的戦略について

北九州市小倉医師会の今渡龍一郎理事より、
小倉医師会健診センターにおける特定健診・特定
保健指導への包括的戦略について報告があった。

センターでは、特定健診・特定保健指導に対
応するため健診・検査センターでのコンピュー
タシステム再構築を手掛け、検査センターから
のデータ転送の高速化、当健診センターでの階
層化処理時間の短縮による即日保健指導体制を
整えた。又、民間検査機関によっては特定健診
の受注を見送る施設があるため、救済措置とし
て業務代行を行い、滞りのない会員支援を行っ
ている。さらに特定健診結果により、要医療該

当者には近隣の会員医療機関に紹介する地域連
携を実施している。

また、北九州市国保は、個別医療機関による
健診・保健指導一体型と各健診センターによる
集団を基本にした北九州モデルを採用している。

センターとしては、保健指導の標準化とチー
ムワークを保つためセンター内での定期研修会
を継続し、指導困難例等の事例検討もプログラ
ムに入れている。又、特定健診・特定保健指導
を更なる充実のチャンスと捉えて、積極的な対
応を進め、同時に地域における指導的役割を果
たしながら、より協力な会員支援に繋げて行き
たいとのことであった。

報告が行われた後会場から質疑があり、健診
データの電子化への対応、健診項目の問題、ソ
フトの問題、個人負担金、医療費の抑制効果の
問題等が提起され活発な議論が行われた。

13 日の第2 日目は、西島英利参議員議員よ
り国政報告が行われた後、特別講演（2題）が
あった。

国政報告　 参議院議員　西島英利　
中央情勢報告が次のとおりあった。

○社会保障費削減の問題
骨太の方針2008年が閣議決定された。その

中で、大変な騒動になったのが、社会保障費削
減の問題である。「このままでは社会補償は崩
壊してしまう。特に、医療介護については限界
である」と、殆どの自民党国会議員は猛反対の
声を上げている。3 日間かけて議論されたが、
幸い数字は入っていない。

日本医師会は、社会保障費2,200億円の削減
撤廃を政府に求めるべく、7 月24 日に中央集
会を開催する予定である。このような行動は非
常に大事であり、我々政治家と関係する諸団体
が一致結束して行動することが、中央を動かす
ことになる。
○後期高齢者医療制度の問題

後期高齢者医療制度の問題については、平成
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7 年に厚生省と財務省が、2025 年の医療費の
推計を出したところ、141兆円という数値であ
った。それから2年後に同様に2025年の数値
を出したところ104兆円の数値がでたが、それ
から80 兆円、70 兆円になり、直近では65 兆
円という数値が出ている。

しかし、141兆円の数字が基本になり、この
ままでは、国民皆保険制度は持たないだろうと
いうことで、老人保健制度を廃止して、高齢者
医療制度を導入している。

日本医師会は、平成12年に医療のグランド
デザインで、高齢者医療制度創設の提案をして
いる。その時に、老人医療費伸び率管理制度を
導入するという大変な動きがあった。この制度
は、予算を決めたら、その予算をオーバーする
分は支払わないという内容であった。このよう
な状況から提案し、この提案が受け入れられ、
平成14年の健康保健法の附則につけられ、平
成18年に成立したという経緯がある。75歳以
上も、日医が提案した年齢区分である。この時
の根拠は、健康寿命の数値を使っている。

今回のいろんな困難は、2つの問題がごちゃ
混ぜになって議論されている。1つは、制度の
問題。75歳以上をどうして線引きしたかとい
う問題。もう一つは、診療報酬上の問題があ
る。これを導入する前に、登録医の問題がずっ
と続いていた。我々国会議員、厚生労働省は登
録医制度は問題があるという認識を持ってい
る。登録医制度が導入されるとフリーアクセス
が壊されることになる。国民皆保険制度の根幹
はフリーアクセスである。

もう一つ、問題になったのは、終末期医療の
問題である。これについては、しっかり議論を
して、国民に提示し、同意を得るというような
手続きをしていく必要性があると考えている。
○財源の問題

この老人医療の問題は、財源と切り離すこと
ができない。2006年に2025年の医療費の推計
を出したところ、65兆円になっている。その中
の75歳以上の老人の医療費が30兆円になると
いう推計である。

今のままでいくと、現役世代、75歳以上の
方々も保険料を上げないと対応できないという
事になる。そのような観点から、公費を重点的
に投入し、必要な医療費をというのが目的で、
この制度が導入されたということをご理解いた
だきたい。

では、財源はどうするかというと、私として
は、消費税しかないと考えている。国会で質問
をした際、福田首相もその考えを示された。

しかし、消費税の問題しかないと皆分かって
いるが、昨年の参議院選挙で、民主党のマニフ
ェストの中に、消費税5％は上げないというこ
とが明確に書き込まれているので、この議論が
全く進まないというのが現状である。しかし、
政権与党としては、今年度中にはと考えている
ので、皆様のご理解、ご支援をお願いしたい。

特別講演　
1．演題「医師会共同利用施設の将来」

日本医師会　常任理事　藤原　淳　
共同利用施設を取り巻く環境として、主に公

益法人制度改革について、概ね次のとおり講演
があった。
○医師会共同利用施設の定義

医師会が設立主体であると同時に運営主体
であり、かつ地域の医師会員に施設、病床、医
療機器を開放し、共同利用を図る施設である。
○医師会共同利用施設の成立ち
・医師会病院は、地域医師会活動の拠点として

故武見太郎元医師会長が提唱し、昭和28年
に第1号の栃木県下都賀郡市医師会病院を設
立、平成19年4月現在では、全国に88ヵ所
の医師会病院が設立されている。その内、地
域医療支援病院の承認を受けている施設は
39施設となっている。

・同時期に医療の高度化への対応と地域医療の
向上を目的に、故武見太郎元医師会長の提唱
で医師会立臨床検査センター・健診センター
を開設されている。平成19年4月現在、全
国に臨床検査センターが55ヶ所、健診・検
査複合合体が60ヶ所開設。
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・平成12年4月からは、いわゆる高齢化社会
と地域ニーズに対応した介護関連施設、訪問
看護ステーション、地域包括支援センターが
加えられている。
○公益法人制度改革の概要
<公益法人制度改革とは>

従来、医師会は殆どが社団法人になってい
るが、今後は登記によって自由に設立でき
る一般法人と、税の優遇措置を受けられる公
益法人の二階建てになる。また、主務官庁制
はなくなり、公益性の認定等については第三
者委員会が行う。既存の公益法人には5年間
の経過措置があり、その間は「特例民法法
人」と呼ばれる。
<既存する公益法人の選択肢>

5年間の経過措置の間に、公益社団・財団
法人か一般社団・財団法人への移行申請を
迫られ、何もしなければ自動的に解散とみな
されてしまう。
<公益法人改革のスケジュール>
・平成18年6月2日 公益法人改革三法公布
・平成19年4月 （中央）公益認定等

委員会発足　　　　　
・平成19年9月7日 政省令公布
・平成19年12月13日 平成20年度税制改

正の骨子が固まる。
・平成20年4月11日 ガイドライン公表
・平成20年12月1日迄 新制度施行→既存

公益法人の移行開
始（移行期間5年間）

・平成25年11月末迄 移行期間満了
<新制度への移行の概要－公益認定の基準>
・公益社団・財団法人への移行については、公

益目的事業比率が費用で計って50％以上が
認定の基準。

・一般社団・財団法人に移行する場合は、移行
時点の純資産額を公益に消費していく計
画、公益目的支出計画というものを作成する。
<公益認定法人の主な税制>
・収益事業のみ、法人税課税（収益事業以外は

非課税）

・収益事業から公益事業への支出を損金算入
・寄附金:税制上の優遇
・受取利息等の源泉所得税非課税
・固定資産税の減免（従来と同様の措置）
<法人税課税の概要>
・税法上、課税される収益事業は従来33業種

だったが、労働者派遣業が今回追加されて
34 業種になった。それ以外のものは収益事
業以外ということで非課税になっている（看
護学校、共済事業等）

・公益社団法人は、収益事業等の利益の50％
以上を公益目的事業に繰り入れることが義務
づけられている。もし、100％繰り入れて、
公益目的事業に使った場合は、税金はかから
ない。

・公益認定制度では公益社団法人と一般社団法
人の2種類しかないが、税法上はさらに一般
社団法人を1階部分の一般社団と、中2階部
分の非営利一般社団法人の2種類に分ける。

・公益社団法人は、公益目的事業については、
それが税法上の収益事業であっても全部非課
税であり、公益に支出する収益事業及び共益
事業の利益は非課税となるため、残りの利益
が出た分についてだけ30％の税金を払うこ
とになる。
○医師会共同利用施設における問題点
<公益法人改革に対する日医の方針>

医師会共同利用施設が行っている事業が、
公益認定上、公益目的事業と認められるか、
又、今後、一般社団法人に移行するケースが
あった場合、現在非課税の事業は課税される
のか、この2つが大きな課題である。

公益認定のガイドラインは、今春に示され
たが、日本医師会としては、公益社団法人、
一般社団法人のいずれにおいても、現在の非
課税措置を、まず確保する方針である。
<現行の民法34条法人に対する法人税>

現行の民法34条法人の中で、医療保健業
は収益事業で課税となっている。しかし、特
例としてオープン病院等を開設する一定の医
師会、つまり、開放型病院や検査センター開
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放型の診療所を開設している医師会が行って
いるさまざまな医療保健業は、例外的に非課
税となっている。ところが、今回の公益法人
制度改革に伴って民法34条法人が無くなっ
てしまうため、「非課税要件の根拠となる法
律が無ければ、例外規定もなくなるというこ
とで、公益社団法人をとれば非課税でもよい
が、一般社団法人に行くと法律自体がなくな
るから課税」となるのが、税当局の考え方で
ある。
<医師会運営施設における税制上の問題>
・開放型病院等の法人税非課税は、公益社団法

人、非営利一般社団法人に移行した場合、非
課税存続。

・開放型病院、看護学校等の固定資産税減免
は、公益社団法人に移行した場合は減免存
続、一般社団法人に移行した場合は、平成
25年まで減免継続でその後は今後検討。
<開放型病院の法人税非課税について>
・開放型病院の法人税非課税については、従来

からある要件に、今回新たに「医師会の事業内
容」と「医師会の収入割合」の要件がついた。

・事業内容の要件としては、地域医療支援病院
を開設、または自治体との委託契約により、
学校医事業、初期救急医療事業、予防接種事
業、特定健診・保健指導、地域産業保健セン
ター、へき地等の巡回診療・健診のうち2つ
以上実施していること。

・収入割合の要件としては、社会保険診療等、
労災、自賠責、公害、臨床検査センター利用
料、法令等に基づく健診、正常分娩、学校
医、特定健診・保健指導、国、地方公共団体
から委託された医療収入が医師会の（共済事
業及び看護　学校等除く）年間収益額の6割
を超えていること。

<公益目的事業の認定－今後の課題－>
開放型病院・診療所、臨床検査所、健診セ

ンター、介護老人保健施設、訪問看護ステ
ーション等の医師会の行う各種医療・保健事
業が、公益性が担保されているということ
を、公に説明し、理解していただくことが重
要である。一般事業者（営利事業者）との相
違点の説明。
<公益法人制度改革と医師会病院等の課題>
・事業が公益事業として認定された場合は問題

ないが、事業が公益事業として否認され た
場合、これを運営する医師会自体が公益認定
を受けられない可能性がある。この場合、医
師会や医師会病院の運営に影響がでる可能性
がある。

・なお、全国の医師会共同利用施設は、88病
院をはじめその他まで含めると1,352ある。
また、看護学校等は、全国1,297校のうちの
3割、379校が医師会の運営である。

以下、平成20年度診療報酬改定の概要、医
師会共同利用施設の課題（地域医療支援病院・
特定健診と精度管理・療養病床再編）等につい
て概要説明があった。

2．演題「日本三名城 熊本城の往時をたどる」
熊本市文化財専門相談員　富田　紘一

54 万石の城下町、熊本のシンボルであり、
日本三名城の1つと数えられる熊本城。現在の
城が建つ茶白山には、中世にすでに千葉城と隈
本城があり、出田氏、佐々木氏などの城主を替
えた後、天正16年（1588年）に加藤清正を迎
えた。清正は、優れた土木治水の技術を発揮
し、7年をかけて熊本城を築城したとして講演
があった。
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印象記

理事　金城　忠雄

熊本市医師会主催の共同利用施設連絡協議会に九州各県代表が約700名近い大勢の出席が
あった。施設長会、事務長会、技師長会に引き続き、3分科会部門に分かれて発表討論会が
あり熱心なディスカッションがなされた。

私は、第2分科会の臨床検査センター・検診部門に参加した。座長は、那覇市医師会友寄
英毅会長である。

北九州市小倉医師会の報告は、会員支援を主目的に、自前の医師会立臨床検査センターの
維持運営に強力に努力をしている。例えば、ユーザー獲得に、精度管理やサービスの徹底を
はかり、既に開業している医師の検査施設変更はむつかしいので、新規開業医師には、医師
会長自ら勧誘しうまくいっているようだ。自前の安定的な検査センター運営に料金、精度管
理、検体の集配午後8時まで等涙ぐましい努力をしている。

小倉・下関・佐賀県各医師会から「特定健診・特定保健指導」について報告がされた。煩
雑な特定健診・特定保健指導の運営には辟易しているようである。検査項目の追加、電子デ
ータ化の論争、健診システム構築等、それこそ深夜も1時までシステム開発構築で倒れそう
だと息の詰まる苦悩話を報告している。「特定健診・特定保健指導のシステム」が開始された
ばかりなので、軌道に乗るまで試行錯誤が続くのであろう。

佐賀県医師会池田秀夫副会長の発表は、受診率を底上げするため集団方式とともに個別方
式への充実努力したこと。厚労省の作成した電子データのソフトは使い物にならないので、
そのソフトの再構築、健診システム更新の対応努力の報告は感動的であった。

「特定健診・特定保健指導」は厚労省の準備不足のためとは思うが、あまりにも煩雑であ
る。失敗例として取りやめになることを期待するとの下関医師会のコメントで、周囲は一同
笑っていたがとても笑っておれない担当者の苦悩振りが印象的であった。

日医の藤原淳常任理事による「医師会共同利用施設の将来」の特別講演がなされた。施設
が生き残るためには、公益性を確保して公益法人化による非課税の税制上対策も必要であろ
うと。

医師会立共同利用施設は、地域医師会活動の拠点として重要な役割を担っているが、維持
運営は厳しいものがあると思案した。
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昨年の11月30日に沖縄県医師会主催の感染
症・予防接種講演会を開催し、国立感染症研究
所感染症情報センターでご活躍されている本県
出身の砂川富正先生（平成3年琉球大学卒業）
をお招きして、「沖縄に続け！ついに動き出した
日本麻疹ゼロ作戦」と題してご講演いただいた。

今回、会員の皆様へ麻疹の現状をお伝えすべ
く、砂川先生へ改めて会報に原稿をご執筆いた
だいたので、下記のとおり掲載する。

砂川先生は、平成19年現在、国立感染症研

究所において実地疫学専門家養成（FETP）コ
ース研修生の指導、日本の麻疹排除計画素案策
定に関与され、厚生労働省科学研究費事業（研
究班）として、改正IHR（国際保健規則）、国
際アウトブレイクの分担研究者。サーベイラン
ス、予防接種（日本脳炎）等の研究者として各
種研究に従事。

国際的な活動研鑽を積み、沖縄医学界の指導
者となるべく将来を期待している。

感染症・予防接種について

平成19年度沖縄県医師会感染症・予防接種講演会について

理事　金城　忠雄

沖縄で発生した麻疹の悲劇がすべての発端
忘れもしない、沖縄で麻疹による死亡者9人

が発生したのは1998年から2001年にかけての
ことである。すべてワクチン接種歴の無い子ど
もたちであった。ワクチン接種対象年齢に達し
ていない0歳児が4人、残りを1～3歳児が占
め、麻疹による肺炎などで次々と死亡した。筆
者は1999年当時、大阪大学医学部小児科に在
籍していたが、そのニュースを聞いたとき、に
わかには信じられなかった。直接、その様子を
知ろうと沖縄に飛び、複数の県立病院、大学病
院などでそれが真実であることを知った。一部

の病院では“麻疹病棟”が設置されていた。麻
疹ワクチン接種率は当時県内で60％程度とさ
れ、流行抑制には程遠いレベルであった。ワク
チンの接種率さえ高ければこのような流行は起
こらなかったものを・・・振り絞るそのような
声を、ふるさとの先生方から何度聞いたことだ
ろうか。しかしこの時の激しい憤り、悲しみ
が、日本全体の麻しん排除に向けた機運をじわ
じわと高め、麻疹排除計画の策定に至るきっか
けとなったことは確かである。本稿において
は、沖縄発のわが国における麻疹排除活動計画
の概要を、最近の麻疹の状況とともに触れる。

沖縄発のわが国における麻疹排除活動の開始

国立感染症研究所感染症情報センター 主任研究官
砂川　富正
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日本全体における麻疹の発生動向
～1999年から2006年まで

感染症発生動向調査（サーベイランス）によ
ると、沖縄で9人の死亡者のうち最終の1名が
報告された2001年（推定20万人以上麻疹の発
生）をピークとして、1999年の感染症法施行
以後、麻疹の患者発生は著明に減少した。その
背景には、1歳児を中心とする患者発生動向に
対して、“一歳のお誕生日にはしかワクチンの
プレゼントを”と言う合言葉のもと、幼児への
予防接種を徹底しようとする小児科医を中心と
した全国的な働きかけがあった。全国的に麻疹
報告を定点報告から全数報告に切り替えたり、
市町村を超えて予防接種が広域で受けられる体
制を作ったりする地域もあるなど、様々な対策
が行われたのである。これらの動きの多くは、
2001年4月の「沖縄県はしか“0”プロジェク
ト（現在、知念正雄代表）」1）発足によりスタ
ートした沖縄県内の様々な麻疹対策の動きに全
国の小児科医が呼応あるいは学んだところが少
なくない。特に、麻疹発生時の対応に関する取
り組み（沖縄県麻疹発生時対応ガイドライン2））
や、麻疹が疑われた全例に対して検査診断を行
う制度 3）などは全国の大きな先駆けとなった。

2007年以降に社会問題となった若年成人を中
心とする麻疹の流行

麻疹は2006年の茨城県南部・千葉県での地
域流行後、一旦終息に向かったものの、関東地
方を中心とした散発的な患者発生はその後も続
いた。同年末から埼玉県で流行が始まり、
2007年明けから3月にかけて東京都へと拡大
し、5月の連休明けには全国に拡大するという
6年ぶりの全国流行となった。この中で特徴的
だったのは、麻疹患者の年代が2001年頃の中
心だった1歳児を中心とした乳幼児ではなく、
10歳台から20歳台にかけての若者であったと
いうことである。首都圏を中心に全国の高校や
大学で学校閉鎖や休講が相次いだ。発生動向調
査上では、「成人麻しん」では1999年の調査開
始以後、最大の流行を記録した。そして2008

年 6 月現在、日本の麻疹の発生動向は、この
2007年以降の変化が定着したかのように思わ
れる。

なぜ、若年成人に麻疹が流行したか
この理由としては、前述のように2002年以

降、種々の取り組みが進んだため、1～5歳ま
での小児における患者の割合が確実に減少した
一方で、年長児から若年成人にかけてはワクチ
ン未接種者が10％ 程度存在すること、1回の
接種で免疫がつかなかったもの（PVF）が5％
未満存在すること、さらに1回の接種で一度は
免疫がついたにもかかわらず、その後の時間の
経過と共にその免疫が減衰したもの（SVF）
が10～20％存在したことが大きな要因であっ
たと考えられる。2008年より全数サーベイラ
ンスに変更されたことにより（後述）、5月末現
在、約 8 千例を超える患者が報告されている
が、年齢群別では10～20代前半からの報告割
合が半数以上を占めた。麻疹含有ワクチン

（MCV）の接種歴別の報告数は、全体では接種
歴なしが約5割弱であり、1回接種が2割程度、
2回接種は1％に満たず、接種歴不明が約3割
であった。接種歴がない者がなんと最多であ
る。さらに特徴的な情報が重症者に関する情報
として、重症な麻疹の中でも特に重症の合併症
である、脳炎合併例の報告は、2008年5月末
時点までに5例報告されており、すべて10代
以上（10歳台1名、20歳台2名、30歳台1名、
40歳台1名）である。これは、麻疹患者全体の
年代分布を反映していることは明確であろう。

またこの期間に大きく問題となったこととし
て、社会的な活動範囲が広い、高校生の修学旅
行や大学生などの海外渡航先での麻疹発症が国
際的な問題となった。これは、鳥インフルエン
ザや重症急性呼吸器症候群（SARS）への国際
的 な 懸 念 に 基 づ く 、 改 訂 国 際 保 健 規 則

（IHR2005）の2007年6月からの施行前後と
いうタイミングにも一致している。麻疹はその
感染力の強さや重症度からも、特に排除国にお
いては新たな脅威として認識されるものであ
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り、今後、感染症対策が国際的な側面を常に有
している象徴的な事例と言えよう。

麻疹排除計画の策定と概要
以上のような状況、すなわち、若年成人にお

ける麻疹の流行や重症例の発生、海外への輸出
や国際問題化などの状況を受けて、2007年暮
れより、わが国における麻疹排除に向けた施策
が次々と打ち出されてきた。特に、2007年12
月28日に大臣告示された、『麻しんに関する特
定感染症予防指針』4）の公布は、初めて日本が
麻疹の排除を目指すこと（2012年の目標）を
宣言した点で画期的である。さらに、予防接種
法施行令、同施行規則、同実施規則のそれぞれ
一部を改正する政省令の公布、定期の予防接種
実施要領の通知などが次々と打ち出されてきた
が、これらは、我が国における「麻疹排除計
画」の中心的な法省令の整備として総括出来
る。麻疹排除計画の中で考えられている大きな
柱が三つある（図）。①感受性者対策：麻疹風
疹混合ワクチンを使用ワクチンとして、第一期

（1歳台）、第二期（小学校就学前1年間）の接
種率を高レベルに引き上げ、これを維持するこ
と。最近の麻疹患者の中心であり、抗体保有が
他の年齢よりも低いと考えられる中学生～20

歳台前半 5）のうち、第三期（中学1年生相当）、
第四期（高校3年生の年齢の者）の年齢の者に
対して、2008年4月1日から2013年3月31日
までの5年間を暫定的な定期接種とすること。
定期接種には含まれないものの、職業的ハイリ
スクと考えられる、医療系や教育・福祉系の年
齢の若い就業者あるいはその分野の学生に対す
る任意接種の推奨。そして、学校などを新たに
含めて接種率の把握強化などが含まれる。②感
染症発生動向調査において麻しんを定点報告か
ら全数把握制度へと変更すること（2008 年1
月1日より実施）、③集団発生対応における手
引きの作成や人員の派遣・養成を行うことを主
眼とした、麻しん発生時の対応強化、が3つの
柱となっている。これらを下支えするものとし
て、国及び地方自治体それぞれのレベルにおけ
る「麻しん対策会議」が設置されることとさ
れ、実際に2008年2月12日に国の麻しん対策
推進会議が開催された。地方レベルにおける会
議のモデルとしては、「沖縄県はしか“0”プロ
ジェクト」を念頭に置いた。

2005年9月、わが国を含むWHO西太平洋
地域（WPRO）は、2012年までに地域内から
麻疹をelimination（排除）するという目標を
定めた。日本も批准していることから、わが国

WHO, UNICEF 

図．麻疹対策の関係機関の相関図
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の「2012年までに国内から麻疹をelimination
する」という目標は、国際的な責任をも共有し
ていることが自明である。

沖縄県として克服すべき課題
2005年、沖縄県では29例の麻疹疑い例が報

告されたが、麻疹確定例は1例も無く、初めて
麻疹“0”の状態に至った。WHO西太平洋地
域（WPRO）における定義では6）、麻疹排除の
状態とは、麻疹の診断例が人口100万人当たり
1例未満であり、罹患例が発生してもウイルス
の継続的な伝播・拡散を阻止できる状態にある
ことを意味する（＝MCV接種率が95％以上、
アウトブレイク発生時の対応能力）。沖縄は、
果たして麻疹排除状態にどれだけ近づいたであ
ろうか。

2008年6月、前年の「2007年度第2期麻し
ん風しんワクチン接種率」（5月30日現在最終
評価結果）7）が明らかとなった。それによると、
第2期の平均麻しんワクチン接種率：87.9％で
あり、最高値は秋田県95.8％であった。沖縄県
は第34位で、全国平均を下回る87.1％であっ
た。この数字はこれまでの自治体の努力や医療
従事者の積極的な働きかけが反映されていると
考えられるが、麻疹対策先進県として知られる
沖縄県としては、不本意な成績ではないか。沖
縄県において麻疹が、2008年5月末現在も抑制
に成功している理由としては、やはり全数報告
制度に裏打ちされた、アウトブレイク発生時の
対応（接触者の追跡調査）などの存在がより大
きかったのではないか。2008年春は、県出身で
国の麻しん対策推進会議に全国の保護者代表と
して委員に就任した歌手のKiroroも県内のCM
に出演するなど、新たな麻疹対策啓発・支援の
動きがある。今後の課題は正に、このような動

きも得て、中高生を含む接種率を如何に全県的
に高められるか、と言うことである。

今後、麻疹対策は国をあげて本格化していく
ことが予想される。その中で、沖縄県における
麻しん対策は常に注目されていくことであろ
う。県内の医療や公衆衛生、あるいは教育に従
事する者が目的意識の共有や連携の強化を図
り、自分の問題として麻疹排除に向けて真剣に
取り組むことが求められている。

参考文献：
1）安次嶺 馨，知念 正雄編．日本から麻疹がなくなる日

―沖縄県はしかゼロプロジェクト活動の記録．日本小
児医事出版．2005年

2）沖縄県麻疹発生時対応ガイドライン. 
沖縄県ホームページ
http://www3.pref.okinawa.jp/site/view/contview.jsp?c
ateid=80&id=5095&page=1

3）浜端　宏英．沖縄県はしか“0”プロジェクトの「全
数報告制度」．沖縄県医師会報（2007 年 8 月号）．
http://www.okinawa.med.or.jp/activities/kaiho/kaiho_
data/2007/200708/056.html

4）厚生労働省ホームページ．麻しんに関する特定感染症
予防指針（平成19年12月28日）.
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-
kansenshou21/dl/071218a.pdf

5）国立感染症研究所感染症情報センターホームページ．
感染症流行予測調査－麻疹速報：2007年度（平成19
年度）調査暫定値－．
http://idsc.nih.go.jp/yosoku/Mmenu.html

6）WPRO, "FIELD GUIDELINES FOR MEASLES
ELIMINATION（ 2004 年 ） " available at
http://www.wpro.who.int/NR/rdonlyres/0F24B92E-
A E 2 C - 4 C 9 B - B 7 3 B - E 1 6 A C B 8 3 3 C 3 5 / 0 /
FieldGuidelines_for_MeaslesElimination.pdf.

7）国立感染症研究所感染症情報センターホームページ．
平成 19 年度定期の予防接種（麻しん風しん第 2 期）
の 実 施 状 況 の 調 査 結 果 に つ い て （ 第 2 報 ）．
http://idsc.nih.go.jp/disease/measles/index.html



2008沖縄医報 Vol.44  No.9
報　　告

－47（989）－

経過
平成12年度厚生労働省の「HIV母子感染予

防の臨床的研究」の報告でHIV感染妊婦の出産
が139例に達したと報告され社会問題になった。

その報告によると、HIV感染妊婦が自然分娩
した場合の児への感染率が 33.3 ％に対して、
抗HIV薬と帝王切開との組み合わせによる児
への感染率は2.1％で、適切な対策によりHIV
母子感染が予防できることが示された。

当時、妊婦 HIV 検査が無料の埼玉県では、
検査実施率99.6％に対して、任意の沖縄県で
は6.3％と全国ワースト2位であった。

このようなことから、妊婦のHIV検査率向
上のため、平成13年当時の比嘉国郎県医師会
長と日本産婦人科医会の糸数健沖縄県支部長の
連名で県福祉保健部に「妊婦HIV抗体検査の
無料化について」の要望書が提出された。

当時の福祉保健部の稲福恭雄次長も妊婦
HIV感染に行政としての危機感を抱いており予
算獲得に奔走、平成15年度に公費補助2010万
円が予算化され、「妊婦 HIV 母子感染防止事
業」が開始された。

妊婦HIV母子感染防止事業
実施主体は沖縄県医師会で、対象者は県内の

HIV検査に同意する妊婦、検査に要する費用の
うち、妊婦1人に1,500円を公費補助する事業
である。

県医師会では、「妊婦HIV抗体検査マニュア
ル」を作成し、産婦人科医会支部長や役員が、
宮古、八重山はじめ各地区産婦人科に検査につ
いて、妊婦のプライバシー保護の重要性、実施

報告の方法等について手分けして説明に回った。
事業開始以来、5年間の妊婦HIV検査平均実

施率は81.6％である。県当局や関係者は90％
以上の実施率を期待しており、産婦人科医の一
層の努力が必要である。

公費補助継続の重要性
平成20年になり、県は、財政逼迫を理由に

妊婦HIV検査の補助費の削減を提案してきた。
そうなると検査実施率の低下は明らかである。
県医師会産婦人科医会・産婦人科学会は、共同
で県関係各位に対して「妊婦HIV抗体スクリ
ーニングに対する公費補助継続に関する請願
書」を提出した。要望額には届かないが、妊婦
1人に750円の公費補助が継続されることにな
った。県福祉保健部担当官の努力もあり、県財
政の厳しいなか、この事業の重要性が再認識さ
れた。

琉球大学第一内科の健山正男准教授は、県内
で母子感染が2例認められており、母子感染防
止のための医療技術は100％近く確立されてい
るため、この事業は、対費用効果にみあう、重
要な事業であると報告している（県医師会報
2007年12月号）。

妊婦HIV抗体検査の公費補助により、尚一
層検査実施率を向上させHIV母子感染防止に
継続努力したい。

なお、今回、琉球大学医学部器官病態医科学
講座女性・生殖医学分野の佐久本薫准教授と青
木陽一教授に沖縄県の妊婦HIV抗体スクリー
ニングの現状について、ご報告いただいたので
下記のとおり報告する。

妊婦HIV抗体検査事業について

沖縄県妊婦HIV母子感染防止事業について

理事　金城　忠雄
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はじめに
沖縄県のHIV感染者/AIDS患者は、平成19

年末の厚生労働省エイズ動向委員会の報告 1）に
よると、HIV感染者が24人、AIDS患者が7
人で合計31人であり急速に増加している（図
1）。これまでで最も多い数であり、人口当たり
の感染者数は東京都に次いで沖縄県が第2位で
ある。爆発的な増加に繋がるのではないかと関
係者は、深刻に受け止めている。HIV 感染者
/AIDS患者は男性同性愛者が多く、そのコミ
ュニティーへの働きかけが必要である。拠点病
院で外来通院している患者も相当な数になり、
病状の安定した患者は分散して管理する必要が
でてきている。一般の人への波及や妊娠合併例
も出現してくることが危惧される。一方、日本
全国のHIV感染妊婦は増加しており、厚生労
働科学研究「周産期・小児・生殖医療における
HIV 感染対策に関する集学的研究」班（主任
研究者：和田裕一）の報告によると、平成19
年度の新規報告数は43例で、これまでの累積
HIV感染妊娠数は503例に達している 2）。この
ような現状から、妊婦HIV抗体スクリーニン
グに対する沖縄県による公的補助事業が平成

15年度から開始されている。全国的にも5つの
自治体（平成 15 年 12 月時点で秋田県、茨城
県、群馬県、埼玉県、沖縄県。青森県、千葉県
は行っていたがその後中止）でしか行われてお
らず、画期的な事業である。沖縄県医師会では
沖縄県からの委託を受け、妊婦HIV抗体スク
リーニングの業務を代行してきた。今回、県医
師会事務局に代わって、平成15年からの妊婦
HIV抗体スクリーニングの実施率を算出し、若
干の考察を加えて報告する。

妊婦HIV抗体スクリーニング実施数、実施率
沖縄県の補助事業を委託された沖縄県医師会

事務局による集計から、5年間の妊婦HIV抗体
スクリーニング実施数、実施率を算出した。実
施数は事務局に公的補助の申請された実数であ
り、県のホームページに示された出生数（年度
ではなく年）で除して実施率を算出した。

表1に5年間の妊婦HIV抗体スクリーニング
実施数、実施率を示した。平成15年度からの
各年度の実施率は80.9％、77.2％、81.3％、
82.6％、86.0％であった。図2に5年間の推移
を示したが、ほぼ横ばいで推移している。5年

沖縄県妊婦HIV抗体スクリーニングの現状

琉球大学医学部器官病態医科学講座女性・生殖医学分野　
佐久本　薫、青木　陽一

HIV. HIV
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間の出生数は82,477人で妊婦HIV抗体スクリ
ーニング実施数は 67,316 件、平均実施率は
81.6％であった。公的補助が実施されている割
には低い値と考えられる。関係者は、90％以
上を期待していた。81.6％に止まった原因が、
スクリーニングを勧める産科医の側にあるの
か、妊婦が検査を拒否したのかは明らかでない
が、著者の経験からは妊婦のHIV抗体検査へ
の感心は高いことから産科医がより積極的にス
クリーニングを勧めて実施率を上げる必要があ
ると思われる。報告書に記載された偽陽性/陽
性の数は32例（0.05％）であった。偽陽性の
数は二次検査（確認検査）の結果も反映してい
る可能性もある。著者が把握している限りで
は、この中から真のHIV感染者は出ていない。

図3に厚生労働省班研究（和田班）で行った
全国産科病院へのアンケート調査のデータから
沖縄県の妊婦HIV抗体スクリーニング実施率
を示した 2）。和田班の報告によると、沖縄県の
平成 18 年度の抗体スクリーニング実施率は
92.2％であったが平成19年度は73.3％に低下

したことが指摘されていた。しかし、今回の調
査では平成19年度の実施率は86.6％で過去最
高値であり、実施率の低下は認められなかっ
た。和田班の調査はアンケート調査であり、1
年間の分娩数と妊婦へのスクリーニング実施率
を大まかに答えてもらうもので、限界があるも
のと考えられる。

公的補助の継続について
一般に成人が、HIVに感染しても免疫機能が

低下してAIDSを発症するのに数年から十数年
かかると言われている。しかし、研究班の報告
でも母子感染が成立した新生児は、適切な抗
HIV療法を行うのが困難であり、早期に発症し
予後は極めて不良である。本邦ではHIV感染
妊婦に対しては抗HIV療法（最近では一般に
行われる多剤療法HAART）と陣痛発来前の帝
王切開術、抗ウイルス薬の点滴静注、新生児へ
の抗ウイルス薬の予防投与、母乳保育の禁止が
推奨されている3）。この方法を行うことにより、
母子感染をほぼ予防できることが報告されてい
る。この予防を行うためにも妊娠初期に妊婦全
員にHIV抗体スクリーニングを実施すること
が重要である。

妊婦HIV抗体スクリーニング事業を通して、
わが国、沖縄県のHIV感染者/AIDS患者の現
状、適切な予防法と治療法、国、県、保健所な
どの行政の取り組み、母子感染の予防法につい
て、産科医が妊婦へ直接説明、啓蒙できる機会
が有ることが重要である。また、妊婦というひ
とつの集団をスクリーニングすることができ、
その結果からHIV感染の一般家庭への拡大を
推量することができることも重要と考える。

補助事業が開始された平成15年度の補助額
は1,500円であったが、徐々に減額され平成20
年4月からは1件当たりの補助額750円となっ
た。予算の関係で致し方ない実情があると思う
が、過去に青森県において、3年間継続した公
的補助を中止したところスクリーニング実施率
が30％台に急落したことがある。できる限り沖
縄県の公的補助が継続される事を期待したい。
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諸事情から沖縄県による公的補助が中止され
る可能性があると考えられる。その場合でも、
妊婦HIV抗体スクリーニングの意義を十分に
理解し、検査実施率が低下することがないよう
に、産科・周産期に関わる関係各位にご努力を
お願いしたい。

妊婦HIV抗体スクリーニングの実施手順
図4に妊婦HIV抗体スクリーニングの実施手

順を示した。現在沖縄県のほとんどの施設で
HIV-1、2 抗体と HIV-1 抗原を検出する
ELISA法が行われている。この検査では、陽
性の中にウイルスに感染していない偽陽性が出
てくることを認識する必要がある。妊婦では偽
陽性率が上昇することが山田、塚原らによって
報告されている（平成16年度報告書）。一次検
査で 20 名の陽性者が出た場合、真の陽性者

（二次検査で陽性）はそのうち1名であると報
告されている。産科医は沖縄県のHIV感染者
/AIDS患者の急激な増加の現状と母子感染が
成立した場合の児の予後が不良なこと、検査で
偽陽性がでることがあるため、一次スクリーニ
ング陽性が即HIV感染を意味するものではな
く、二次検査（確認検査）を行う必要があるこ
と、真の陽性者（HIV感染妊婦）は適切な治療
が受けられること、母子感染予防の方法がある
とこを検査前に充分説明しておくことが重要で
ある。平成19年6月に厚生労働省より全国自
治体主管、日本産婦人科学会へ出された通達に
も検査前および検査後のカウンセリングを十分
に行うこととプライバシーの保護に十分配慮す

るよう記述されている。近日中にエイズ予防財
団が作成した妊婦検査に関わる医療従事者向け
の「妊婦HIV一次検査実施マニュアル」が配
布されることになっている。

まとめ
公的補助が施行されてから5年間の妊婦HIV

抗体検査実施率は81.6％であった。県医師会
では県に代行してこの事業を推進してきた。大
きな成果を上げたものと考える。県全体のHIV
感染者/AIDS 患者は増加しており、いずれ
HIV陽性妊婦が経験されることが考えられる。
適切な母子感染予防を行うためにもスクリーニ
ングが大切である。今後も沖縄県の公的補助が
継続されることを希望するとともに、産婦人科
医による妊婦抗体スクリーニングを徹底して実
施することが重要である。

謝辞：補助事業の集計をして下さった沖縄県医
師会事務局山田愛里様に心より感謝申し上げま
す。また、県医師会の事業報告としてコメント
をいただいた補助事業の担当理事金城忠雄先
生、医師会誌の紙面を割いて下さった広報担当
理事の先生方へ深謝致します。

本稿の要旨は、第106回沖縄県医師会医学会総
会（平成20年6月8日）において発表した。
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第17回沖縄県医師会県民公開講座
ゆらぐ健康長寿おきなわ

心停止と救命蘇生
～あなたの大切な人を助けるのはあなた～

理事　玉井　修

第17回沖縄県医師会県民公開講座が平成20
年6月21日午後1時半よりロワジールホテル天
妃の間にて開催されました。今回も約450名の
参加者があり、比較的若い年齢層の参加者が多
かったという印象でした。今回は少し切り口を
変え、「心停止と救命蘇生」と題して自動体外
式除細動器（AED）を含めた救命蘇生を取り上
げました。副題に掲げた「～あなたの大切な人
を助けるのはあなた～」というキャッチフレー
ズが示す通り、今回の県民公開講座は一般の人
が救急車到着の前に行う救命蘇生について広く
啓発していくことを目的としていました。AED
使用による救命蘇生の記事をよく見かける様に
なり、AEDへの関心はかなり高くなっているよ

うです。しかし、実際にAEDの扱い方につい
ての理解はあまり広がっていないのが現状です。
今回は琉球大学医学部救急医学分野の久木田一
朗教授に座長をお願いいたしました。久木田教
授には心肺蘇生とAEDの概容について講演を
していただき、その後はパネラーの皆さんに御
登壇いただきました。琉球大学医学部循環器系
総合内科学講師の神山朝政先生には心停止と突
然死を引き起こす様々な疾患に関して解説いた
だきました。那覇市消防本部の徳元律夫さんに
は実際の救命方法と救急車の適性使用に対する
県民の協力が重要であるとのご発言がありまし
た。また、今回は実際にAEDを使用して救命
蘇生を行った実体験を琉球大学法文学部准教授
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の石崎博志先生にお話しいただき、臨場感のあ
る実体験を語っていただきました。

パネルディスカッションではAED使用によ
ってかえって悪化させたりという心配は無いだ
ろうか？ネックレスをしている人にはAEDを
使用しても大丈夫か？プールや海岸で体が濡れ
ていたらどうするのか？軽症の方は救急車の使
用を自粛していただきたいと言っても、素人の
自分では重症度の判断など出来ない！など会場
からは率直で、実際的な質問が多く寄せられ、
非常に盛り上がりました。

午後3時半までパネルディスカッションを行
い、会場隣には心肺蘇生とAEDの体験コーナ
ーを設置し、15体の人形とAEDのデモ機を用
いての講習会が開催されました。結構広い会場
と、インストラクターも大勢確保していたので
すが、実体験コーナーには約150名の方が詰め

かけ、会場のクーラーが効かなくなり急遽扇風
機を持ち込むなど対応に追われ、何とも嬉しい
悲鳴でありました。約1時間の講習を汗をかき
ながら真剣な表情で受講されている多くの方を
見ると、この様な救命蘇生とAEDについての
講習会をもっと多くの場所で開催するべきと思
いました。AED普及が進み、小学校や中学校
には当たり前のように設置される日が早く来て
欲しいものです。今回のような実体験コーナー
を組み込んだ県民公開講座の開催は非常に有意
義であったと思います。心肺蘇生とAEDの講
習は予定通り1時間でしたが、もっと会場が大
きく、時間の余裕があればもっと多くの方が参
加できたかも知れません。救急・災害フォーラ
ムや救急フェアに向け、更に多くの方が体験で
きる機会を増やして行くことが今後の課題にな
ると思われます。

心肺蘇生と自動体外式
除細動器（AED）

琉球大学医学部 救急医学分野教授　久木田　一朗

昭和56年 熊本大学医学部卒業
平成 5 年 熊本大学助手（救急・集中治療）
平成 7 年 熊本大学講師（救急・集中治療）
平成13年 琉球大学医学部助教授（麻酔科学）
平成14年 琉球大学医学部教授（救急医学）

講演の抄録

1．“救命の連鎖”と一次救命処置
病院外、あなたの近くで人が突然倒れたらあ

なたはどう対処しますか。突然のことでだれで

も冷静ではいられないでしょう。日本では、突
然の心停止（心臓突然死）が年間約5万人ある
と言われています。一刻を争う緊急事態である
予想外の心停止が病院の外で医療従事者が傍ら
にいないときに起き、多くの命が失われている
ことになります。“救命の連鎖”は、突然の心
停止に対し、救命のために必要な処置が次々と
中断なく速やかに行われるための手順を示した
ものです。

成人に対する救命の連鎖は4つの輪から成り
立ちます（図1）。1 つ目から“迅速な通報”、

“迅速な心肺蘇生”、“迅速な除細動”と続き、4
つ目は薬や器具を使用する病院等で行われる蘇
生処置（二次救命処置）を表します。平成16
年7月から一般市民もAEDを用いた除細動を
行うことが可能となり、救命のための3つ目の
輪までが一般市民が行える一次救命処置となり
ました。
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2．市民による除細動の必要性
では、AEDを用いる除細動とはどういうも

のでしょうか。いわゆる心停止にはいくつかの
異なる状態があります。その中の一つに心室細
動という状態があります。心室細動とは心臓全
体がでたらめに細かくふるえる状態で、脈も触
れなくなります。ボールなどが胸に強く当たっ
た時の心臓震とうもこの状態です。この状態を
治すには、細動を取り除くこと、つまり除細動
が必要で、それには電気ショックを与えること
が唯一有効な手段となります。AEDは、だれ
でも使えて電気ショックが実施できるように作
られています。

除細動は、1分遅れる度に生存退院率が7～
10％低下します（図2）。AEDの使用が早けれ
ば早いほど生存の可能性を高めることになりま
す。AEDを早期に使用するために、傍らの人
に「あなた、119番通報して、AEDを持って
きて」と頼むか、自分しかいなければ自分で通
報する必要があります。平成19年9月末現在、
県内に754台のAEDが設置されています（県
庁調べ）。

今回の公開講座ではなぜ、どんな場合に心臓
が突然止まることがあるのか、実際の人命救助
の体験談、救急車の活用等を聞いて頂きます。
心臓突然死をできるだけ防ぐため、予防の知識
やAEDの設置、一般市民が行える一次救命処
置の普及に市民、行政、地域社会が一丸となっ
て取り組み、市民1人ひとりが“命どう宝”を
実践できる県になりましょう。

突然の心停止に対する救急蘇生法や自動体外
式除細動器（AED）の使い方に関しては、救
急部の久木田教授がお話されると思います。そ
こで今回、私は、突然の心停止や突然死の原因
としてどういう病気がかくれているか、治療や
予防はできるのかに関して話したいと思いま
す。私たちの教室の渡嘉敷が以前（1992 年1
月 1 日から 1994 年 12 月 31 日までの 2 年間）
に糸満市を中心とした南部地区で、沖縄県の突
然死の頻度やその原因となる病気に関して調査
しました。原因不明も約半数ありましたが、原
因がわかる範囲では、心臓に関する病気（心筋
梗塞など）が18.3％、脳卒中が18.3％と同数
でした。

そこで、心臓に関する病気と脳卒中に関する
病気を中心にその原因と治療法、これらの病気

実際の治療について
心停止及び突然死の原因と治療

琉球大学医学部循環系 総合内科学講師　神山　朝政

平成2 年 3 月 琉球大学医学部医学科卒
平成10年5月 学位取得
現職 琉球大学医学部循環系

総合内科学講師
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が原因の突然死の可能なかぎりの予防法（ただ
し、突然死が予防できないことも多いことを知
っていてください。）に関して話たいと思います。

まず、心臓に関する病気ですが、狭心症や心
筋梗塞などの虚血性心疾患と致死性（生命の危
険を伴う）不整脈があります。虚血性心疾患
は、高血圧、糖尿病、高脂血症などの生活習慣
病や肥満、喫煙が原因の場合が多いので、これ
らの病気の治療や生活習慣の改善（食事療法、
適度な運動、禁煙など）である程度予防できる
と考えています。不整脈に関しても学校や職場
での検診、人間ドックを受診することで心電図
異常が見つかる場合もあります。狭心症や不整
脈を診断する上で難しいのは、胸痛や動悸のな
い時の心電図のみでは、異常がわからないこと
です。

また、軽い動悸は、だれでも自覚するもので
生命の危険を伴う不整脈（致死性の不整脈）と
は、めまいや立ちくらみ、意識を失うなどの症
状を伴う不整脈のことを言います。この点に関
しては、実際の講演のなかでくわしく解説した
いと思います。次に脳卒中に関してお話します。
脳卒中の中では、実際の頻度としては脳梗塞が
多いのですが、突然の心停止となると脳出血、
くも膜下出血や脳塞栓症の割合が多いです。脳
出血や脳塞栓は高血圧の治療や心房細動という
不整脈に対して、心臓の中に血栓（血液の塊
り）ができるのを予防する薬を内服することで
予防できます。他に突然の心停止や突然死の原
因として大動脈瘤破裂や肺塞栓症という病気が
ありますが、その治療法に関しても講演の中で
解説します。最後にまとめますと、①突然の心
停止の原因としては、脳、心血管病が原因であ
ることが多いです。②心停止の危険が予測不能
な場合も多いのですが、脳卒中や心筋梗塞が原
因である場合には、生活習慣の改善で予防でき
ることもあります。③住民検診や人間ドックを
受診することで見つかる病気もあります。

1．那覇市消防本部における救急出場の現状
那覇市では、西・小禄・国場・首里・中央の

5署所に高度な救急資器材を載せた高規格救急
自動車を配置し、救急隊5 隊、専任救急隊45
人（救急救命士30人）で市民の救急要請に対
応しています。

平成19年中の救急出場件数は14,512件、搬
送人員13,164人で前年と比較すると出場件数
865件（6.3％）、搬送人員が624人（4.9％）
の増加となっており、市民の約24人に1人が医
療機関に搬送されたことになります。

一日平均の救急出場件数は約40件で、約36
分に一回の割合で出場し、36人の傷病者を医
療機関に搬送したことになり、また通報から現
場到着までの所要時間は、平均で約8.1分とな
っております。

事故種別出場件数は、急病9,298件（64.0％）
次に一般負傷1,903件（13.1％）、その他［転
院搬送等］1,274件（8.7％）交通事故1,272
件（8.7％）、自損行為327件（2.2％）の順と
なっております。

傷病程度別搬送人員は、死亡185人（1.4％）、
重症609人（4.6％）、中等症4,823人（36.6％）、
軽症7,508人（57.0％）、その他39人（0.3％）
となっております。

救急出場件数は、毎年増加傾向にあり5年前

実際の救命方法・救急車の
適正使用について

那覇市消防本部救急課 救急指導係長主幹　徳元　律夫

昭和56年 那覇市消防本部採用
昭和60年 救急隊拝命
平成 7 年 救急救命士取得
平成18年 気管挿管薬剤投与認定
平成19年 救急課主幹兼救急指導係長
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と比較すると3,000件以上増加しているのが現
状です。

また、救急需要の増加に合わせて救急隊の増
隊を望めない現状の中で需給のギャップが拡大
しつつあり、この結果、救急用要請時に直近の
救急隊が既に出場しているため、より遠方の救
急隊が出場することなどにより、現場到着時間
が徐々に遅延し救命率に影響がでることが危惧
されます。

2．救急要請の増加に対する対応
（1）頻回救急利用者への個別指導（家庭訪問）
（2）一般市民への応急手当講習の更なる充実と

応急手当普及員の育成
（3）PA連携の充実強化
（4）軽症者への代替処置の提供
（5）転院搬送業務への病院救急車の活用

（1）頻回救急利用者への個別指導
救急要請者の中には、頻回利用者も多く、こ

のことが救急隊の迅速な対応に支障をきたし、
救命率に影響がでるのではと懸念されます。

これまで39人の市民に対して家庭訪問をし
て本市の救急出場の状況を説明し、適正な救急
車の利用を呼びかけています。全国的にも初め
ての試みであり、総務省消防庁から注目されて
いるところです。

（2）一般市民への応急手当講習の更なる充実と
応急手当普及員の育成
応急手当の普及員は事業所

（会社、学校等）の従業員（職員
等）の応急手当の指導に従事す
るもので普及員を育成すること
によって事業所、学校等の普
及・救命率の向上に資すること
から講習会を実施しています。

（3）PA連携の充実強化
救急出場件数が増加するなか

で救急車の現場到着時間が遅れ

（平均8.1分）救命率の低下が懸念されていま
す。そういう事態を解消するため本消防では
PA連携を実施し救急隊が現場到着まで時間が
かかる事案には一時的にポンプ隊が出動して救
命処置を施し救急隊に引き継いで病院に搬送す
る。PA連携とはPはポンパー（ポンプ隊）、A
はアンビュランス（救急隊）の略です。

（4）軽症者への代替処置の提供
歩ける、緊急性がないなど軽症と思われる事

案はタクシー、マイカー等の利用の指導また、
本消防本部が認定した民間患者搬送事業所の紹
介などを行っています。

（5）転院搬送業務への病院救急車の活用
救急搬送業務なかで、転院搬送が1,274件で

全体の8,7％占めています。
各医療機関、老人福祉施設等に個別訪問して

救急車の適正利用についてご理解とご協力を求
め、また、自前の救急車、送迎車、患者搬送事
業所の活用をお願いしました。

以上のように、本市における救急需要対策を
紹介しましたが、少子高齢化、核家族化、市民
意識の変化等で、益々救急需要が増えることが
予測されます。救急需要が増えることで「救え
るべき命」の対応におくれる可能性がありま
す。市民の適切な救急車利用のご協力とご理解
をお願いしたいと思います。
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押す。
その後、戴先生が意識を取り戻す。

15:16頃　救急車が到着。酸素マスクをして、
琉球大学病院に搬送される。

救急車が到着するまで20分近くかかりまし
た。手を握っていた方の話によると、心臓マッ
サージの最中も、体が冷たくなっていくのが分
かったそうです。琉大病院の伊敷哲也先生によ
ると、こうした救命の連鎖がなければ、戴先生
は帰らぬ人となっていたとのことです。その
後、戴先生は琉球大学病院でカテーテル手術を
し、血管が詰まっている箇所を補修し、一週間
後に元気に帰国なさいました。

2）多くの幸運
このたびの救助劇を振り返りますと、多くの

幸運があったのだと感じます。第一に、倒れら
れた場所が200人以上もの観衆の前で、観衆の
中に元・看護師の方がいらっしゃったこと。合
志路子さんと張盛開さんのお二人です。彼女た
ちが心臓マッサージや人工呼吸などを迅速にや
って下さいました。

また、学会の半年前にはなかったAED が、
学会の時には琉大に設置されていたことも大き
なことでした。AEDは法文事務の近くに設置
されていたこともあり、毎日のようにAEDを
目にしていたことや、AEDの講習を偶然受け
ていたことも幸いしました。（ちなみに法文学
部のAEDは、医師であり琉大の法科大学院の
学生だった宮沢さんという方が寄附して下さっ
たものです。記して感謝申し上げます。）

個人的に幸運だったことがもう一つありま
す。入院後に中国語の通訳を私がさせて頂いた
のですが、倒れられた戴先生が琉大病院の先生
の治療方針に大きな信頼を寄せてくれたことで
す。言葉も通じない初めての土地で、危険を伴
う治療を受ける。外国人の患者にとっては大き
な不安があったことでしょう。そうした状況に
置かれれば、治療への不信でパニックになる人
もいるかもしれません。しかし、戴先生は医師

人命救助体験談

琉球大学法文学部准教授　石崎　博志

1970年 石川県金沢市生まれ
1997年 東京都立大学博士課程　中退　
1997年 琉球大学法文学部助手　中国語学担当

琉球大学講師、准教授を経て
2007年 琉球大学法文学部准教授（呼称変更）

現在に至る

1）救助の経緯
人命救助と聞けば、とても特別なことをやっ

たように思われるかもしれませんが、私が担っ
たのはそのほんの一部です。私は今回の救助に
関わった方々を代表して、ここで救助が必要に
なった経緯、救助の模様などについてご説明し
たいと思います。

昨年の10月27日（土曜日）、琉球大学法文
学部新棟において第57回日本中国語学会全国
大会が開催されました。学会では世界的に著名
な言語学者である台湾の戴浩一教授をお招き
し、講演会を開催しました。戴先生は講演後、
そのまま壇上で座っておられましたが、突然、
崩れ落ちるように倒れられました。以下はその
後の状況です。

14:55頃　講演直後に椅子に座っていた戴先生
が倒れ、司会者が気づく。
松浦雅子さん（琉大院生）が救急車
を呼ぶ。
合志路子さん（関西大院生・元看護
師）が心臓マッサージを行う
張盛開さん（東京外国語大学院生・
元看護師）が人工呼吸を行う
石崎が法文学部総合研究棟に設置し
てあった AED を持参。ボタンを



2008沖縄医報 Vol.44  No.9
報　　告

－57（999）－

の治療方針に熱心に耳を傾け、多くの質問を投
げかけながら積極的に治療に取り組まれまし
た。通訳をする身としては、本当に助かりまし
た。戴先生のお父様がかつて日本の大学で医学
を修められたことも関係するかもしれません
が、何より日本の医療の水準の高さがこうした
安心感をもたらしたのだと思われます。

3）AEDの講習を受けて良かったこと
私はAEDの講習を学会の前に受けておりま

したが、実は上記の事態に備えて受講していた
訳ではありませんでした。実を言えば、たまた
ま暇があったというだけです。特に医療に関し
て問題意識をもっていた訳ではありませんでし
た。そうした点で今、この冊子を手にしている
方のほうがより高い意識をお持ちのことと思わ
れます。実際、AED を使うことになるまで、
私は自分がAEDを使う事態に置かれるなどと
は、予想だにしませんでした。それもある意味
で当然かもしれません。「AEDを使う事態」と
いうのは、他人にとって極めて危険な時ですか
ら、あまり想像したくない部類の事柄です。ま
た、ジェームス・ボンドが映画『007 カジノ・
ロワイヤル』でやったように、自分が自分に対
してAEDを使うことも実際にはないので、ど
うしても意識が低くなりがちです。しかし、こ
んな私でも受講はとてもよい結果をもたらして

くれました。
講習でためになったことが二つあります。一

つは、AEDは簡単だということ。拍子抜けす
るぐらいの単純さでした。もう一つは、AED
を使用することに迷いがなくなったことです。
その迷いを取り去ってくれたのは、講習をして
下さった宮沢先生がしてくれた「善きサマリア
人の話」です。

4）善きサマリア人の話
あるユダヤ人が強盗に襲われけがをして倒れ

ていた。
通りかかった祭司や人々は見てみぬふりをし

て通り過ぎた。
ところが、あるサマリア人だけは、彼の傷に

油とワインを注いで包帯をし、介抱した。
もちろん油とワインによる治療は逆効果とさ

えいえるものです。しかし、ここで重要なのは
苦しんでいる人を見て、見ぬふりをするのでは
なく、手助けをすることです。実際、AEDを
使うことで、大きなかけがえのない命が救われ
ました。みなさんは、非常に意識の高い方々で
す。この講座に足を運ぶことが、それを証明し
ています。みなさんはすでにAEDを使い、人
を救う十分な資格が備わっていると言えるでし
ょう。

座談会～県民公開講座を終えて～

○玉井理事 皆さんお疲れさまでした。
久木田先生本日のご感想をお聞かせ下さい。

○久木田座長 突然の心停止に対する多方面
からの講演がありまして、特に最後の石崎先生
の実体験のお話は皆さん非常に熱心に聴かれて
いたのではないかと思います。また、私も感銘を
受けました。質問も非常に多くて、特にAEDは
機械だという感覚があって、使い方がどうなの
かという細かい点を気にしている方も多いよう

に思いました。やはり説明するよりも実際に触
って体験してもらうことが重要だと感じました。
○玉井理事 そういう意味でも、今回は実体
験コーナーを設置したことは良い試みだったと
思います。

神山先生はいかがでしたでしょうか。
○神山先生　　私は循環器を専門にしてて、学
会からもAEDや救急について普及させるよう
に言われているんですが、実際に具体的に県民
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に対する講習会等はあまり考えたことがなかっ
たのですが、今回こういったチャンスがあって
こんなにも沢山集まっていただいて、意外と県
民の皆さんはこのことに関心があるんだという
ことを感じました。
○玉井理事 経験できる機会があまり無いで
すから、そういう意味でも、今後はこういった
機会を増やすべきですね。

徳元さんはいかがでしたでしょうか。
○徳元氏　　あんなに多くの方が参加されてい
るのを見て、本当に皆さん関心があるんだなと
いうことを感じております。実は体験コーナー
を含めた講習は実際はもっと長くなるんです
が、どこでも1時間ぐらいで講習をやってもら
いたいとの要望が多いんです。本日の実体験コ
ーナーを見て、やはり1時間という短い時間で
講習を行っていく必要があるということを感じ
ております。
○玉井理事 やはり、濃密にやることも大事
ですが、どれだけの数の市民・県民が講習を受
けたかということも大事ですよね。

石崎先生いかがでしたでしょうか。
○石崎先生 僕がAED講習を受けたときに
は、全くこういうことになるとは思っていなか
ったので、不思議なものを感じております。色
んな経験をなさってきた方もいらっしゃるでし
ょうが、少しでもお役に立てればと思います。
○玉井理事 僕はやはり先生のご発言は重要
だったと思います。我々がいくら簡単だよって
言っても、そう思ってくれないですよね。
○久木田座長　　おっしゃるとおりで、自分た
ちと同じ立場の人に救命が出来たんだというイ
ンパクトは大きかったと思います。
○玉井理事 石崎先生も正直な気持ちをおっ
しゃってました。もし死んじゃったら誰が責任を
取るの？、訴訟になったらどうするの？という
気持ちは今日の質問に出てましたね。その辺は
やはりどこかに引っかかるものがあるんですね。

ですが、何も手を出さずにいると確実に死に
繋がるということをご理解頂きたいですし、そ
の辺は機械が判断してくれることを伝えられた

と思いますね。
ただ、今日のフロアからの質問の中で、

AED の設置が遅々として進んでいない現状、
特に小学校の設置は全く進んでいない現状と、
AEDを置いてあるにもかかわらず、その公表
を拒む事業所があるとのお話がありましたが、
その理由は何なのでしょうか。
○徳元氏 恐らく、責任を気にしているのだ
と思います。
○玉井理事 その点で腰が引けてるんでしょ
うか。
○久木田座長　　たしか石垣島は街のAED設
置マップを作成してたかと思います。地域から
そういう安全体制をとっている運動が起きると
いいですね。
○玉井理事 恐らくフロアでは、AEDが良
いのは分かるけど、じゃあ何処にあるのかと思
っている方もいらっしゃったでしょうね。
○屋宜タイムス編集局次長

石崎先生の体験談が
ある意味一番良かった
のかなと思います。ご
く 一 般 の 方 が 実 際 に
AEDを使用できたとい
うことで、今日の参加
者も自分でも出来るん

じゃないかと感じたと思います。しかし、一方
で約 30 万円というは高すぎると思いますし、
どうやって普及させるのかという話になると
PTA連合等と医師会がタイアップして普及さ
せることも考えて良いのではないかと思いま
す。小学校で1台づつあれば良いですね。
○玉井理事 学校は災害の際の避難所にもな
りますので、AEDが設置されているというの
は良いですね。

また、小学生、中学生はまだ胸郭（きょうか
く）の発達が未熟ですので、部活で強いボール
等の打撃を受けることもありますし、不整脈を
持っている子もいます。そういう子ども達が体
育や運動をしていますので、そういう場所には
AEDを置くべきだと思います。
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○石崎先生　　行政が補助をしてくれると良い
ですね。生ゴミ機には補助してますよね。
○玉井理事 高校に置いているのは補助が出
てますよね。ただ、数が少ないから置けたという
面もありますね。ところが小・中学校となると
数が多いですからね。そうなるとお金が絡んでく
るんですね。本当はやるべきなんですけどね。
○徳元氏　　成人式の日に新成人から寄付して
もらうことも提案したんですが、乗り気じゃな
かったですね。
○玉井理事 僕も小学校の卒業記念に植樹を
するよりもAEDを送るよう話をしているんで
すが、まだダメですね。この辺はもう少し時間
がかかると思います。
○平良沖縄タイムス社社会部長

実は沖縄タイムスも
最近AEDを設置しまし
た。ですが実際の操作
方法は見たことが無く
て、先ほど拝見して簡
単だと感じました。や
はり、AEDの普及が大

切だと思いますので、新聞社も取材を含めて取
り組んでいかないと行けないと感じています。
皆さんの関心も非常に高いですね。
○玉井理事 価格は20万後半から30万円ぐ
らいしますね。それが約5年間持つそうです。

その後はバッテリーを交換すればまた使えると
のことですので、使い捨てというわけでもない
です。本日も関心の高い方が参加されており、
AEDの使用法についてもワンランク上の質問
が出てきてると感じました。これを機にシリー
ズ化してもよいのではないでしょうか。

特に再来年はインターハイが開催されますの
で、それに向けてAED普及を啓発しやすい環
境になるでしょうし、今回の県民公開講座を機
に、9月9日の「救急の日」にそれぞれ各地で
受講する方が増えていくと良いですね。
○久木田座長 ねずみ算式に増えていけばい
いですね。各県も受講者の数は何万単位という
目標を掲げていますね。
○平良沖縄タイムス社社会部長　　県内では現
在どのぐらいの受講者数なんでしょうか。
○久木田座長 那覇市で3千人ぐらいだそう
です。そうすると県全体では1万人もいかない
でしょうね。
○徳元氏　　大体人口の20％クリヤを目標にし
ていますので、約2～3万人ぐらいでしょうか。
○玉井理事 是非これからも、このAEDを
周知徹底し啓発していきたいと思っております。

また機会がありましたらよろしくお願いいた
します。

本日はありがとうございました。

当日お越しいただいた方々の中から、数名の方にインタビューをさせていただきましたので、その
中から下記のとおり4名の方のご意見・ご感想を掲載致します。

本会の広報活動にご協力いただきまして、誠に有難うございました。

インタビュー①：
本日の講演会に参加されての感想をお聞かせ下さい。
また、今後の日常生活でどのような事に気をつけようと思いますか。

インタビュー②：
医師会への要望をお聞かせ下さい。
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（24歳・女性・公務員）
①“心停止”という言葉だけ聞くと、現実の私の日常生活には起こり得ないのでは？と思うほど遠い感じ

がしましたが、“メタボリックシンドローム”や“生活習慣病”など身近な事が危険因子として挙げら
れていたので、起こりうる問題だと感じました。また、人命救助の体験談を聞き、日常生活の中で医療
行為はできなくても、意識を確認する、119番通報をすること等、私にも出来ることがあると再確認で
きました。

②このような会へ関心がある講演会参加者に対しては、次回の講演会の案内メールを送ってもいいのでは
ないでしょうか。

（34歳・女性・主婦）
①以前からAEDの体験講習を受けたいと思っていたので、夫婦で受けました。学んだことを家に持ち帰

って家族と話し合いたいと思います。友人や周囲の人へ、このような講座への参加を呼び掛けたいと思
います。

②子育て真っ最中なので、乳児の救命の講座もあるといいと思います。

（24歳・男性・会社員）
①医療などの専門ではないので、所々難しい内容もありましたが、AEDの使用方法だけでも学べたこと

は収穫でした。日頃、何気ない生活の中でも突然死の危険に出くわす可能性があるということを認識
し、今回の講演会が無駄にならぬよう努めていきたいと思いました。

（21歳・男性・ホテル業）
①大変勉強になりました。特にどのように心停止が起こるのか、その原因について知らなかった部分が多

かったので、今回の講座を受けて良かったです。

自動体外除細動器（AED）の講習風景

心肺蘇生の講習風景


